
昭和26年9月4日第三種郵便物認可昭和59年8月10日発行（毎月1向10日発行）通巻509号

IpI

I鰯撫削

濡繍
I

アー■ーfF

蝿‘蝿駈
一

一
▲

蜘乱

総霞糠鷺藤勘撫"撫誹瓢W
可。｢Bd ●

鮒ﾘ鯛i総謁

面
面
脚
》

凶
ｄ
ｒ

繍

瀞職灘

聯

蜂
軸

癖
，

F

微騒・謙．
『

＄ !〃ヴ

鰯
一--．ー

１
Ｊ

蕊壼蕊
、

薑鑿皇
一

F

二一一
参一

一

一
二
一
一
一

一
一
一
一

一
害
一
一

一
一一

ゞ
華
一

一
章一

一
一
一

…s｡'8

|JUTSU

■1984/NO

■

林業技1



プラニメータを超えた精度と操作性

コンピュータとデジタイザーを一体化くエクスブラン〉

X-PLANBBO
座標計算式精密面積線長測定器
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X-PLANBSOはプラニメータやキルビメータ以上の働きをするばかりでなく、従

来の測量等の測図システム(コンピュータ＋デジタイザー)を、1個のツールとしてお

使いいただけるようにした全く新しいデバイスです。その操作性は従来のメカニズム

をはるかに凌ぎ、殊に多角形の測定では直線をたどることなしに各頂点を順次プロッ

トしていただくだけで済み、0,05mlmの線分解能をもって微小線長、微小面積から長大

図面まで正確に測定できる画期的なエリアカーブメータです。

一く画期的な特長〉

■直線図形は頂点をポイントするだけで

迅速測定

■曲線図形も正確に計れる

■面積のほか、線長を同時測定

■縮尺単位を反映して自動計算

■線分解能:0．05mmの高性能

■コードレス、コンパクト設計

■偏心トレースレンズとダイヤモンドロ
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水･士保全と森林施業

つかもとよしのり

塚本良則＊
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はじめに

森林の特徴

森林の侵食防止

作用

*東京農工大学

農学部教授

林業技術No.5091984

森林は河川流量の調節作用，すなわち洪水時流量の減少と低水時流量の増加作用

をもち，また国土（土壌）保全においても大きな力を発揮するとされてきた。この

ための説明もいろいろな角度からなされてきた。しかしこれら諸機能を発揮させる

ための具体的な森林の取扱い方法についての提案は非常に少なく，国土保全，水保

全，木材生産の調和を考えた森林管理のあり方についての提言は，今までほとんど

なかった。ここでは森林のこれら職能が立脚する理論的根拠およびそれにもとづき

上記3者の間の調和を考えた森林管理のあり方について筆者なりのフィロソフィー

をのべてみたい。考え方の基本は，森林とは地上部（樹木集団）が101年のオーダ

ーで変化（更新）し，その影響により地下部（土壌）は102年のオーダーで形成さ

れる生物的システムであり，地上部の管理をとおして地下部の管理が可能であると

いうものである。本論は本年3月31日の日本林学会シンポジウムにおける発表論

旨を加筆，修正したものである。

まずはじめに水･土保全閲からみた森林の特徴を筆者なりに整理してみると，次

の3点となる。イ）地表而被穫圃としてのAo屑をもつ。Ao層を欠く場合は下層植

生が発達する。ロ）土壊が職造をもち，大中小の孔隙が単位土塊内に混在し，土壌

が深くまで発達して厚い。ハ）他の植生に比して根蛍が多く，かつ地表下深くまで

達している。この森林土壌と根系の混在した土屑は人間の身長程度の厚さである

が，水･土保全の本質部分である。

国土保全の面から森林の働きを分析してみると次のようになる。Ao層の土壌表

面保誰作用が雨滴の衝撃力の緩和，土壌孔隙の目詰まり防止，高浸透能の維持，表

面流の発生防止の順序で作動して表面侵食の発生防止を行っている。この結果とし

て土壌の蓄職，発達が促進される。またAo屑被穫が表層土の乾燥防止，適潤化に

寄与し，この面からも土壌化を促進している。森林樹冠はAo層構成物の供給源と

して重要であり，樹冠そのものは高さ4m程度以上（壮齢林）では林内雨滴エネル

ギーを林外よりも増大させ，林内表面侵食を増加させる素因をもつ。皆伐や強度の

間伐等により森林が開放するとAo層は急速に減少するが，日本の山地では一般に

草の侵入があり,Ao屑に代わって地表被覆を行う。この場合草の根は表土固定力
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が著しく大きいので侵食防止には非常に有効である。

一般の森林地ではAo層または下層植生により，また草地では草自身により表而・

侵食はほとんど完全に防止される。では森林地で侵食が起こらないかというと’そ

うではなく，表層型山崩れという型式で侵食が起こる。森林の土壌形成作用は大孔

隙の増大，土の密度の減少，土の力学的強度の低下という過程で働き’土壌化が進

むにつれて表層土は崩壊しやすくなり，また表面流に対しても流亡しやすくなって

いる。また一方表層土中の大孔隙量の増大は’下層土との間に大童の中間流を発生

させて間隙水圧の増大をまねき，崩壊を起こしやすくさせている。森林地では大騒

の根系がこの土壌化による土の強度低下分を補強していることになる｡森林は草地

等に比して根量が大で，地下深くまで大量の根（地下部根量と地上部の量は比例関係に

ある）が存在している。この大量の樹根はAo層が消失しても表面侵食による大規

模な土壌流亡の発生を抑止する。樹根の崩壊抑止の力学的メカニズムの細部につい

てはまだ不明の点が多いが，根の作用により土壌が斜面につなぎ止められていると

みられる斜面部分が山地では相当面積存在するはずであり，森林伐採，根の腐朽,

根による土の強度補強作用の低下という過程は，必然的に表層崩壊の増加につなが

る。伐採後新植しても根量は20年間程度回復せず，山崩れの統計解析でもこの期

間に表層崩壊が多いことを示し，伐採地と非伐採地では最大5倍程度の差がある例

もある。

では森林が十分大きく，根の補強作用が大であれば山崩れは起こらないかという

と必ずしもそうではない。森林土壌が発達し，土層が厚くなることはいずれにして

も斜面を崩壊方向に変化させていることになる。一定勾配斜面では土の力学的強度

定数が変化しないとすると，土層厚がある限界深に達すると崩壊する。この意味か

ら，表層崩壊発生危険度の高い斜面では良好な土壌の発達を抑制する形の森林の取

扱いがあってもよいと考える。
ゼロ

現実の森林地での表層崩壊は，斜面の特定の場所（主として凹地形で筆者は0次谷

流域と名付けた）に集中する傾向がある。ここは周辺から桐行作用による土壌の集積

と，常時湿潤のため風化作用も加わって土層厚の発達スピードが大きいところであ

る。他方凹地形のため降雨時の雨水集中が激しく，かつ湿潤土のため樹木の根系発

達が悪いというマイナス条件も存在するところである。この0次谷流域の下半部

は，水文的には降雨時の洪水形成に重要な働きをし，崩壊の規模が大きく，土石流

の発生につながりやすいなどの特性がある｡0次谷流域は土壌の集積，発達と崩壊

による排出を繰り返す侵食活性斜面である。このため0次谷流域での崩壊抑止には

森林の力だけでなく，予防的治山土木工法を積極的に適用すべきであると考える。

このように考えると一般に社会で認められている森林の侵食防止作用をどうみた

らよいかということになるが，筆者はこれを「森林の侵食回帰間隔の増大作用」と

みたい。裸地では一般に表面侵食が卓越し，日本では’年に最低'0回以上の表面

侵食が発生する。一方森林地での表層崩壊発生間隔は一般にα×'02年程度の回帰

間隔で起こり，αは最低’，一般には5～'0程度の値であろう。これにより裸地

と森林地での侵食発生頻度は’08～'04倍の相異があり，これより侵食量にも莫大

な相異が現れる。治山技術としての山腹工事は臨地に植林して森林に導くと，侵

林業技術No
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森林の水保全

作用

1)竹下敬司：森林がも

つ水土保全機能と今

後の課題，林野時報

2号，1984

食型が表面侵食から表層崩壊型に変化し，侵食発生回帰間隔が増大する」という法

則を利用していると筆者は解釈している。この回帰間隔は地質により大きく異な

り，風化花崗岩では間隔はかなり小さいとみてよさそうであるが，正確な回帰間隔

の推定は将来の問題である。また森林に被覆されて侵食が表層崩壊型となると，崩

壊危険箇所も前述のようにかなり限定されてくるので，侵食発生防止対策もたてや

すいという利点もある。

以上は，森林の存在と密接に関係する裸地の表面侵食および森林地の表層崩壊と

森林の成立との関係にしぼってのべた。山地での侵食にはこのほかに深層型（地す

べり性）崩壊や土石流タイプが存在するが，これらの侵食型と森林の関係は間接的

になるので省略する。

ここで森林土壌を水保全，すなわち「緑のダム」の視点から分析してみる。Ao

層の存在と表層土中の大孔隙が浸透能を高く維持し，日本に起こる最高降雨強度で

もすべての雨水を地下に導く。樹根の土壌深部までの発達と森林による大量の有機

物の供給が厚い土壌層の発達を促す。厚い表層土は前述したように大，中，小孔隙

を混在している。大孔隙(pF<1.7)は表層ほど多く,C層では非常に少なくな

る。この孔隙内の雨水はほとんど重力の作用により移動し，鉛直浸透においてはす

ばやい雨水の伝達路として働き,C層上では斜面方向の飽和側方流（中間流）とし

ての雨水の一時的貯留池となる。一方,中,小孔隙は毛管力の作用を受け，雨水の貯

留池としての役割が大きい。中孔隙(pF=1.7～2.7)では重力と毛管力の両方の作

用を受けてゆっくり下方移動をする。このため，この孔隙内の水は降下中蒸散に利

用され，残りは遅れて河川に流出し，地下水流出として河川水に寄与する。中孔隙

の量は竹下')の測定によると土層1m当たり100mm程度存在し，大孔隙のように

土壌深とともに大きく変化しない。土壌の厚さが11n以上であるとこの孔隙貯留量

は相当な量となる。降雨時にはまず小，中孔隙から貯留が始まり，無降雨時にはこ

の中孔隙からまず蒸散のための水が消費される。小孔隙(pF>2.7)は毛管力の強

い影響を受け，重力により下方移動することはほとんどなく，蒸散と蒸発のみによ

り孔隙は空になる。

森林土壌では「緑のダム」の機能をもつ中，小孔隙とそのダムの隅々まで雨水を

伝達する大孔隙の発達があり，貯水と伝達の両システムが上手に作動しているとこ

ろに特徴がある。加えて伝達システムとしての大孔隙が一時的貯水の役割を果たす

ことも大きな効果を発揮する。森林土壌では中孔隙の量が多いので，中孔隙内の土

壌水が蒸散に使用されることを防止すると，地下水として遅れて河川に流出する雨

水部分が増加することになる。この意味で森林施業により蒸散を操作することによ

って中孔隙貯水池の水は操作できる可能性をもち，「緑のダム」への貯水と放水の

操作ができることになる。

ここで，森林の施業により河川水がどのように変化するかを実験例をもとにのべ

てみる。

年平均降水量1,800mm,年平均流量950mm,年平均消失量850mnlのアメリカ

東南部アパラチア山地にあるコウィータ水文試験地で森林を伐倒してそのまま地表

林業技術No.5091984．8
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に放置したり，伐採しても地表を荒さないよう配慮したときの実験例は次のように

なった。イ）森林伐倒のみの試験では初年度年流出量が380mm程度増加し，植生

の再侵入につれて増加量は順次減少するが約20年間流量の増加傾向が継続した。

ロ）多くの森林伐倒’伐採，枯殺による森林の蒸散作用の減殺による初年度の流量

増加量は斜面の方位に大きく支配されるが，同方位斜面倣射量が同一）では,00％

伐倒（皆伐）による年流量増加量を埜準として森林伐倒率（胸高断面祇率）に比例し

た増加がみられた。ハ）森林の蒸散愚の減殺による年流量の増加を月別にみると，

当然のことながら蒸散の激しい夏期に増加が著しい。二）直接流出（洪水流出）部

分の増加は皆伐地において10％程度であり，ピーク流量，ピークまでの時間には

著しい変化はなかった。

日本における試験例では，自然流域(主たる部分は森林)と都市化流域からのハイド

ログラフの比較およびはげ山における流出試験の比較から判断すると，流出形態の

相異にもとづく洪水量の増加は明白で，非常に大きい。都市化流域とはげ山流域で

は表面流出が洪水を形成するのに対し，森林流域ではSourceareaからの流出と

中間流出が洪水の主要部分を構成するというように，全く異なった流出形成機椛を

もつ｡このため’森林流域において土壌変化を起こさないように配慮して森林を伐

採したときの洪水量変化の問題は結局蒸散の減少が土壌水分に変化を与え，その結

果としてSourceareaと中間流出にどのような影響が起こるかという問題であ

る。この問題は現段階では正確に定量的な評価を行うことはできない。

日本の森林小流域における伐採試験の解析結果においても伐採により年流出量は

増加を示し，その増加分は洪水部分およびその後の無降雨期流出の両方において起

こるという結果が得られている。このうち無降雨期の遅れた流出分の増加は，土壌

中の中孔隙の中をゆっくり流下する土壌水が蒸散とならずに地下水流出となって流

出するためであると，考えるのが正しいだろう。このことは除伐，間伐，皆伐によ

り森林本数を土壌破壊を起こさずに制御することにより河川の年流量を増加させる

ことができることを教える。

ここで国土保全，水保全，森林保全の3者を考慮した実際の森林施業のあり方に

ついて，私見をのべてみたい。まずこれら3者は技術適用上でお互いに矛盾する点

があるので，3者の間で優先度を決めておく必要があるというのが筆者の考え方で

ある。第1位は国土保全である。それは森林土壌がすべての基本であるからであ

る。第2位は森林保全で，森林のみが森林土壌を育成，維持できるからである。第

3位が水保全である。水は前2者が保全された結果として生まれてくるものだから

である。

森林施業においては上記の重要度のランク付けを頭に入れて山地斜面を国土保全

を中心に考えるべき斜面，水保全に主力を置く斜面に分け，そのうえで森林の取扱

いを考えるべきである。

一般論としてのくると，国土保全中心の斜面は一言でのべると急勾配斜面で，具

体的には表層崩壊危険斜面または表面侵食発生危険斜面である。この抽出には地

質，地形，土壌，植生等が考慮されて判定されるべきで，現在多くの研究と技術的

保全における

優先度
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国土保全のための

森林施業

水保全のための森

林施業
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適用が盛んに行われている。水保全は国土保全の対象地以外のところ，すなわち緩

勾配斜面で土壌層が厚く「緑のダム」の貯水容量の大きいところが主たる対象にさ

れるべきである。そこは崩壊危険度が低いため森林の取扱いの幅が大きく，「緑の

ダム」の操作の幅が大きいところでもある。これら対象地の判定は細かい技術的問

題になるのでここでは省略する。

国土保全の対象地となる急勾配斜面の潜在崩壊危険地での森林施業については次

のように考える。イ）樹木の根系量を急減させない施業法が大切であり，望ましい

施業法は非皆伐施業の択伐林や複屑林施業であろう。また樹種では根が深く，堅い

土層まで侵入できるものが望ましいのは当然である。次に望ましい施業法は帯状皆

伐，小団地皆伐である。これらは斜面の崩壊危険度，保全対象との関係からさらに

詳しく階層分けされるべきである。ロ）森林土域の発達は斜面を潜在的に崩壊方向

に導いているとみられるので，崩壊危険度の高い斜面ではAo層の発達が少なく，

少しぐらい林内で表面侵食が発生する状態のほうがかえって土壌層厚の発達が妨げ

られ，間隙水圧も小さくなり表層型山崩れに対して安定である。このためには地上

部の森林もこれに応じた樹種，林型，施業法がとられる必要があり，林内地被物の

積極的除去や上層森林，下層導入草本等の施業があってもよいのではないかと考え

る。

日本の山地では，皆伐その他の森林施業を行っても著しい表面侵食発生の危険は

少ない。このため表面侵食問題は良好な土壊の保全をとおして水保全の面からその

重要性が評価されるべきで,Ao層や土壌発達を促す施業は水保全対象斜面で重要

視すべきである。

水保全については洪水量の軽減と無降雨期の河川流璽の増加促進の2側面があ

る。森林施業においては，表面流の発生を防止して地下深くまで雨水を導く土壌シ

ステムを発達させて，洪水を減少させる方法がまずとられるべきである。次に水資

源の面から「緑のダム」に入ったこの雨水を蒸散させずに河川水として無降雨期に

流出させる施業法が考えられるべきである。

洪水量軽減の面からは次の2条件が満たされることが望ましい。イ)Ao層や下

層植生が発達し，土壌中の大孔隙が地下深くまで存在し，表面流の発生がなく，雨

水のすべてを土壌深部や基岩中に導く森林土壌の育成を促進する施業が望ましい。

このためには根量が多く，かつ地下深くまで根が入る高齢樹による土壌深部の土壌

化促進が大切である。ロ）土壌中の中，小孔隙が構成する「緑のダム」としての貯

水池が蒸散や流出によりできるだけ空になり，大雨時の土壌貯留能が大きいことが

望ましい。このためには蒸散量の大きい森林椛成が望ましいことになる。これらの

うち後者は水資源のための森林の取扱いと矛盾することになる。これはちょうど人

工のダムにおける洪水貯留と利水貯留の関係と全く同じで，一つのダムで利水用の

貯水量をたくさんとれば洪水調節への配分戯が少なくなるのと似ている。この問題

について筆者は次のように考える。洪水趣の増大は流出型の変化，すなわち表面流

の発生によりもたらされることが多い。森林土壌が健在で，森林皆伐により蒸散が

8



なくなり’表面流の発生をみないコウィータの例では10％程度の洪水量増加にとど

まり’あまり大きくない。洪水災害は流域面積が数平方キロ以上で問題となり，そ

れ以下では土砂災害の比重が大きくなる。森林の皆伐面積は1団地最大2～3ha以

下であるから，伐採地を流域内に計画的に散在させることにより部分斜面からの流

出の集中によって形成される洪水の総量増加は避けられなくても，洪水ピーク流量

への伐採による流愚増加分の寄与度は軽減できると考える。

以上の考え方から’森林土壌の中，小孔隙が構成する「緑のダム」は水資源かん

養の面から有効利用するのが得策であると筆者は考える。このためには森林土壌を

発達させて雨水の伝達と貯水システムを最高度に発揮させて洪水部分を「緑のダ

ム」にまず貯水し，次に土壌の中孔隙中をゆっくり流下する雨水を，森林土壌を破

壊しないように森林本数を制限し，蒸散を抑制して無降雨期に河川水として取り出

す森林施業法が重要であり，これが筆者の提唱したい考え方である。

以上の考え方からすると従来の森林施業としての枝打ち，除伐，間伐，皆伐はす

べて森林土壌を破壊しない限り水の生産行為であると考えることができる。枝打ち

以外の除伐，間伐，皆伐による河川水の増加は前記のコウィータの例にみるとおり

である｡この意味から高齢大径木の少本数施業等も水資源の面から理にかなった施

業の一つと考え，る。枝打ちもまた樹冠遮断蒸発による損失雨量を少なくするのに相

当の効果があり，針葉樹林では遮断量が多いため積極的に枝打ちを行う必要があ

る。蒸散は水循環と物質循環の主役をなすので森林土壌の形成．維持作用の根源で

あり，蒸散を長期間激減させることは土壌構造そのものの衰退を招くおそれがある

ことを注意する必要がある｡上記のことを実際の技術にまで発展させるには枝打

ち，除伐，間伐，皆伐等の森林施業を土壌破壊の有無，蒸散量の減少，地面蒸発の

増加の面から定量的に評価し，これら施業を水生産の面から体系づけることが必要

であり，またそれが可能であると考えている。これは水生産を目的とした林分密度

管理であるから，従来の木材生産のための林分密度管理と調和点が存在するはずで

あるというのが筆者の考え方である。この考え方を現実に適用できる技術にまで発

展させるためには，幾つかの基礎研究が達成される必要がある。しかし概略の計算

は現在でも可能と考えている。将来は地質，地形，土壌，気象等の環境諸条件を埜

礎にした日本山地の立地区分図が完成し，そのうえに立って国土保全，水保全，木

材生産の3者が空間的，時間的に調和した森林施業法と密度管理手法が確立される

必要がある。

森林の地上部と地下部は有機的に結びついた一つの生物的システムであり，人間

の手が加わらない自然状態下においても国土保全と水保全に有効に働いていること

は周知のとおりであるが，国土保全と水保全の目的に合うようにこのシステムに人

間が積極的に手を加える（施業）ならば，より良い結果が得られるというのが筆者

の考え方である。またそれを技術として実行するのが林業技術であると考えている

が，このとき土壊が育成されつつある段階（治山造林施工地のようなところで，土壌発

達が定常状態に達していないところ）と地上部の森林に対して土壌発達が定常状態にあ

る段階（山地斜面の多くの部分）では森林の取扱いが基本的に異なるべきことは当然

で ある｡<完＞

7
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特集/森林と水

森林と水との関係

l.まえがき

この題目の意味は，まずく森林と水との関係

を，あなたはどこまでわかったか＞，ということ

であると解釈してよいと思う。しかし，これにつ

いて何か書かなくてはならないとなると，もう一

つの意味に，私が解釈することも，許されるだろ

う。それは，森林と水との関係を，なるべく専門

用語を使わずに，どこまで説明できるかというこ

とである。専門家は，ものごとをくわかる＞ため

に，＜わける＞という操作をつぎつぎに行って，

専門用語というものを作ってきた。それが結局，

（その分野を専門としない）多くの人にとって

は，わかりにくいものになってしまった。そこ

で，（その点をどうすればよいかという問題もあ

るが，それは一応別に置くとすると)，あまり専門

用語を使わずに，しかも，＜わかるように＞’も

のを書くという，この(私にとっては)矛盾する要

求にどう答えるかということになる。それは大変

むずかしい課題である。しかし元来，「森林と水」

の問題は，わかったことを実地に応用しようとす

るときには，＜水はなるべく多く欲しいが，洪水

は欲しくない＞という，人間の矛盾する要求に，

どう答えるかという問にもなる。それゆえ私は，

あえてこのむずかしい課題に，挑戦してみようと

思う。しかしあまり無理をすると，全く訳がわか

らなくなるし，専門用語といっても，今はそうで

あっても，そのうちにやがて，一般用語になって

しまいそうなものもあるから，最小限は使うこと

にした。

林業技術No.5091984.8

野口陽一
ﾛ

はどこまでわかったか

森林と水との関係は，流域試験とか，森林理水

試験とかいわれている試験の，積み重ねの過程に

したがって，たしかにずいぶん明らかになってき

･た。しかしあの方法は，森林と水との関係の研究

方法のうち，一つの見方からのものであるにすぎ

ない。森林流域試験を含めて，考えねばならない

ことの，5つばかりの項目をあげる。

①森林流域試験，中でもとくに対照流域法。

②上記①による測定値を理論的に説明したり，

または理論に基づく計算を行って，①を補完す

ること。

③多数の因子を用いる重回帰方程式を作って考

える方法（流域変数法)。（ピーク流量や侵食鋤

に関して用いられたが，適用条件は厳しい)。

④過去何十年か何百年という長い間に，森林が

土壌に及ぼした影響と，その影響を受けた土壌

が，今日（今日を含む数年ないし数十年）の水

の出方に及ぼす影響（これをどう研究するかも

問題)。

⑤年流出量などの増加量の予測ということ。

このように，問題や方法がいろいろあるが，私

はここでは便宜上，①の流れに沿って話を進める

ことにする。森林流域試験の歴史を振り返ってみ

ると，研究者たちは，何かを見いだしていく一方

では，さらに研究しなければならない新しい問題

を提出してきた。それは，あることがらがくわか

る＞ということは，＜まだわからないことは何

か＞をはっきりさせてゆくことでもあったからで

ある。ここでは，説明の都合上，引用が多いが，

人名の記載では，学術報告の形式に準じて，敬称



を省かせていただくことをおことわりしておく。

2．森林流域試験の一つの流れ

1923年，おそらく世界で最初の，伐採を伴う

森林流域試験の報告として，茨城県機初村太田試

験地での試験結果が，玉手')によって取りまとめ

られた。この報告で早くも，伐採後の1～2年間

は，1年間に流出する水量がどう変わるかという

こと，および増水率（毎降水量に対する直接流出

量の割合）が増加する様子が示されている。しか

し，結論部分につぎのようにある。

「本問題二関シテハ本試験二於テ調査シタル
Oo。◎Oo。◎。。

以外尚ホ幾多重要ナル関係事項アリテ之等ヲ具

体的二解決スルニアラサレハ森林ノ水源酒養二

影響スル眞相ヲ究メ難キモノアリ……」（傍点

は引用者による)。

これは古くて新しい真実である。その時以来，

半世紀余の間，各地で行われた流域試験，多くの
。。。0．

人の論文，または著書の中で，上の「幾多重要ナ
。OOO◎

ル関係事項」に相当することが考察されたと言っ

てもよいだろう。

アメリカ合衆国で，ワゴンホィールギャップの

試験が行われるようになった理由の一つとして，

今世紀はじめの，同国の資源政策の基礎に，科学

が重んぜられたことがあった。また解決すべき論

題3)があったのも事実である。しかし1928年，

当試験の報告者ベイツとヘンリー3》は，まず（こ

ういう試験では先輩格の）スイスのエムメンター

ルの試験の弱点を指摘して，新しい試験が必要で

あったことを述べている。

「エムメンタールでは，最初に植生状態が同

等であるときの，2流域の流出量の相互関係を

とっておくことが，なされていなかったという

簡単な理由によっても問題がある」と。

これは，今日我々がいう対照流域法でなければ

駄目だ，という意味にとれる。それはある意味で

は理解できる。ともかく15カ年にわたる観測の

結果，コロラド山地での，伐採に基づく流出量の

増加は，1年に30mm程度であったこと，およ

び洪水ピーク流競や，侵食量は著しく増加したこ

9

とが報告された。

1944年,米国ノースカロライナ州カウィータ

No.17流域での，条件制御度の高い試験の結果

が，フーバー4)によって報告された。1年間に流

出する水量の，森林処理に基づく増加は，この土

地の条件下では400mmを超えることがわかっ

た（増加の数値は，報告者により，おそらく基準

のとり方によって，わずかに異なる)。

フーパーはこの報告の終わりのほうで，

「との試験の成果の適用は，森林土壌を維持

していて，しかも植生だけが無い状態の所に，

限定されなければならない。しかし森林による

土地表面の保護と，土壌に対して有機物を毎年

供給する作用とが無くなれば，結局は土壌構造

が破壊され，浸透能は低下し，水分貯留量も減

少してゆくであろう……」

と書いている。この後段のことは，試験の結果と

して，わかったことというよりも，むしろくその

試験の直接目的にされてはいなかったこと＞で，

しかも重要だとフーパーが考えたからこそ，書い

てあるのである。

アメリカ合衆国の森林流域試験では，最初か

ら，森林に人手を加えることの影響を見いだそう

とする，志向があったと考えられるが，上記の試

験の結果，そういう傾向は，かなり強いものにな

ったのではなかろうか。

1967年，ヒパート5》は世界中の森林流域試験の

データから，1年間に流出する水量が，植栽また

は伐採の結果どう変化したか，という点に関する

39例を取り出して報告し（数値は丸山‘》の本に引

用してある)，その討議のところで，つぎの意味

のことを言う。＜植栽して林を仕立てるとか，立

木材積を減らすとかいう，人手を加えることの結

果，1年間に流出する水量の増減が，どういう方

向になるかはわかったが，その変化のバラツキが

大きいので，その水量を予測することはできな

い＞と。

1970年，丸山6)はその著書の中で，流域の森林

を伐採すると，「どんな現象が起こるか？」とい

うことを，流域試験によって知ることも，重要で

枕業技術No.5091984．8
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あったが，第二段階としては，「なぜ起こるか？」

ということを，知るための研究が必要であると説

いた。また日本とアメリカとの自然条件と国情の

違いから，研究の比重の置き方に，異同があるこ

とも指摘し，将来進むべき道についても示した。

そのことを一応念頭に置きながら，最後に，まえ

がき中の⑤にも関係する，一つの論文についてみ

よう。

1982年，ボッシュとヒューレット7>は，前記ヒ

バートの39例に，その後の55試験例を加えて，

植栽や林木の伐倒などが，年流出量（まれに季節

流出量）に及ぼした影響の94例について検討し

た。そのデータの中には，わが国の釜淵，宝川，

上川および竜の口山名試験地のものも含まれて

いる。1980年までの52年間に，世界各地で得ら

れたデータが同じ重要さを持つという見方で検討

されている。そうして前記のヒバートの討議の中

にあった，＜その水量を予測することはできな

い＞ということと，同じ結論を下す前に，もっと

いろいろ議論してみなければならない，と著者た

ちは言う。

3．実地の予測の問題ならびに結論

まず前記に引き続いて，ボッシュとヒューレッ

トが，その論文の結論部分のはじめのほうで述べ

たことを引用しておく。

「多くの試験流域の条件が，大きな幅で変化

しているし，試験のやり方もちがうから，多数

の試験の結果をまとめて，誤りない要約をした

り，（母集団に関して）的確な推論をすること

は，たしかに複雑困難な問題である。しかし流

域試験の結果には，流出の変化の一般的傾向が

あることがはっきりしてきた。将来の流域試験

で，注意深く場所が選ばれ，実験の計画が使重

に立てられるなら，統計的推論の可能性を大い

に増すことができる｡･使える試験結果の数が十

分大きくなりさえすれば，確率的な説明が可能

になる｡……」

「試験の計画自体とか，推論法について，従

来ほとんど議論されていないことが問題であ
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る。……」

「この報告では，水の流出の仕方が，実地の

林業的行為の関数として示される，とまで言お

うとは考えていないが，ある程度の実際目的に

使用できる資料の集職結果が出ているとは思っ

ている｡……」

論考はまだ続き，試験結果の知見が，実地に応

用的に使われた例が，カナダや南アフリカにある

とも述べている。しかしここでは，ポッシュとヒ

ューレットの論文を紹介することが目的ではな

い（そのためには，私以外により適切な人があろ

う)。そろそろ，私自身の考えを述べなければな

らないところに来た。

これだけ多くのデータを集めて（注7)の文献を

指している)，それを図上の点に表わして考える

と，研究者なら，前記論文の著者でなくても，そ

の考えは二つの方向に引っ張られるだろう。その

第1は統計学的に厳密に考えた結果，データのと

られた土地の条件の均一性が，まだ不足であると

思えば，その点に留意して，さらに十分な数に達

するま.で，試験を遂行しなければならないとする

方向。その第2は，統計学的厳密さに欠けるとは

いっても，これだけ多くのデータがあり，一つの

傾向は十分読み取れるのだから，実地の問題に役

立つような予測をすることは，十分可能であると

する方向。これは，相反する二つのことを言って

いるように見えるが，現実には上のような場合，

当事者の判断で，上記のどちらかが選択されてい

ることが多いのではないだろうか。水に関して，

上記の後者を選択する場合は，森林の取扱いいか

んが，年流出量の点では人間に有利な方向に作用

すると考えていても，ピーク流量や侵食量の点で

は，人間に不利な方向に作用するかもしれないこ

とを，見逃してはならない。ある一つの試験や実

験の結果を，応用する場合には，その試験や実験

の報告書では，ふれてはいない点も関係してくる

ことを考えねばならない。わが国の気象や地形の

条件を考え，それらをどのように計算に入れて，

目的とする方向への応用に踏み切るかが重要であ

る。



さらに，今一つの視点からは，つぎのことを研

究してみる必要がある。すなわち，＜水に関する

いろいろの点からも考えて，立地に適する樹種

の，保育と更新とが，「ある種の輪伐期計画」の

下に，所与の流域の中に,モザイク模様に配置さ

れること＞･これは，水に関する森林の影響を，

一方向にのみ利用しようとすることから生ずるお

それのある害を避けて，しかも長期的には，最大

の効果をあげるための方策として，考えられるも

のである。ただし，これは一つの問題の設定でも

ある。なぜなら，ここで言う「ある種の輪伐期計

画」とは，いわば，「水土保全原則を加味した輪

伐期計画」とでも言うべきものであって，私が，

「輪伐期」なるものについては，全くの素人であ

るからこそ，そういう言い方をあえてするのであ

るが，今日そのようなものが，林業s)の考え方と

して，より有効であるかどうかについては，関係

専門家のご教示を仰がねばならないと思うからで

ある。

＜森林と水＞について，流域試験等の結果とし

て，ある程度わかったと思われることを，現実的

な英知にまでするには，その応用としてのく林業

と水＞について，言えるようにすることでなけれ
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ばならないであろう。こう考えるに当たっても，

私は，自分自身が林業というものの実際につい

て，あまりにも知らないことを，改めて思い知ら

される。したがって私は，林業（とくに水に関し

て）についての諸家の説に，いっそう傾聴してゆ

きたいと思っていることと，わが国の豊かで清ら

かな水を,是非とも謬ってゆきたいという願いと
を述べて，この稿のむすびとさせていただく次第

である。

（のぐちよういち・日本大学農獣医学部講師）

注と文献

I)玉手三棄寿：有林地卜無林地トー於ケル水源潤養比較試
験，林試報告NO．23,63-88,表4,図7,1923

2）本誌486号（1982,9月）「こだま｣欄でいうところの論
争における主題を指す。

3)Bates,C.G.andHenry,A.J.:MonthlyWeather
RevieWSupplem.NO．30,1-79,1928

4)Hoover,M.D.:Trans.Am.GeophyS.Uni.PartW,
969-975,1944

5)Hibbert,A.R.:InternationalSymp.For・Hydrology
527-543,1967

6）丸山岩三：森林水文,197pp.,腿林出版>1970

7)Bosch,J.M.andHewlett,JbD.:J.Hydrology,55,
3塁3,1982

8)Forestryの訳語としての意味を含め，きわめて広義に
用いた。

『空中写真セミナー」開催のご案内(第4回）
すでにお知らせしました「空中写真セミナー」の開催については，第3回のセミナーは予定どお

り（7月16～20日）終了いたしました。第4回セミナーの開催については下記により実施いたしま

すのでご案内申し上げます。

記

1対象空中写真を現在利用されている方々，また今後新たに利用しようとされる方々。
2期間第4回昭和59年10月22日(月)～26日（金）5日間

3会場日本林業技術協会（東京都千代田区六番町7電話(03)261-5281〔代)）
4研修人員30名（先着順）

5参加費20,000円（研修費，教材費，現地演習費等）

※セミナー参加のための交通費，宿泊料は各自負担となります。

6申込方法昭和59年9月25日までに所定の申込書（本会にあります）に所要事項を記入のうえ，
日本林業技術協会『空中写真セミナー」係宛送付して下さい。なお締切日以前に定員に
達した場合は，その時点で締切りとなります。

※参加決定，参加不可については，本人宛連絡致します。

7その他本セミナーについての詳細は係までお問い合せ下さい。

主催日本林業技術協会後援林野庁・全国町村会・全国森林組合連合会・日本製紙連合会

林業技術NO.5091984．8
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特集森韓と水

有光－登

森林土壌の保水力

1．はじめに

「森林伐採で保水力減る」という見出しで，昭

和59年5月26日朝日新聞朝刊に茨城県勝田市の

水源である那珂川の水量の減少と，海水の逆流が

報じられ，那珂川は上流部分の八溝山系，那須の

森林伐採で保水力は減少する一方で，上流山地の

保水力を高めるなどの対策が望まれると指摘され

た。これに対して数日後の同紙6月1日朝刊投書

柵で，筑波大S教授は那珂川上流の森林率は漸減

の傾向にはあるが，近年特に伐採が進んでいると

いう情報は得られていないとして，森林は天然ダ

ムといわれているが過大評価してはならないと反

論している。これは一地方小都市の水資源問題に

関連して，上流の森林の保水力が論議されている

事例である。

大都市の渇水としては，昭和53年に福岡市で

287日間に及ぶ，最大節水率48％の給水制限が行

われた事例が我々の記憶に新しい。この渇水は森

林のもつ水源かん養磯能に対する社会的関心を高

め，福岡県は昭和54年度に｢水源の森基金｣を設

立した。この基金によって同県は森林の水源かん

饗機能を十分発揮させるような森林施業に対して

補助金を出し，枝打ち・間伐を積極的に実行し

て，健全な林分構造を維持し，現行の40年伐期

を10～20年近く延長して，土壌構造の悪化を防

ぐことによって水源かん養機能を増大しようとし

ている1)。

このように水資源の不足が顕在化するたびに，

水資源の保全に関連して森林の保水力，森林の水

林業技術No.5091984.8

源かん養機能が注目を集める。森林施業の改善が

なぜ水源かん漣機能の維持に結びつくかについて

は，本誌485号(昭和57年8月）に渡辺定元氏が

新しい考えを提示しているが，このような論議の

ベースになる森林の保水力，水源かん養機能にか

かわる森林土壌の孔隙の役割，孔隙組成を指標に

した保水力の評価とその問題点について，大方の

理解を得るためにここで少し詳しく説明すること

にする。

2．土壌中の水の動き

山地の森林の最小単位の斜面での水の動きを考

えて，これを模式的に示すと図･1のようになる。

土壌水帯は植物根系の分布範囲で，土壌のA層，

B層がこれにあたり，植物の蒸散や地表からの蒸

発の影響を受ける。中間水帯は植物根系の分布範

囲と上座毛管水帯の中間の部分で，土壌のC層，

ロ

園土壌水帯Ⅲ上座毛管水帯 回基岩

口中間水帯団地下水帯／中間流

図.1最小単位斜面の水文学的区分鱈本1966原図）



基岩の風化物層に相当する。中間水帯は蒸発散の

影響を受けない。上座毛管水帯は地下水帯の上縁

部にあって，下方の地下水帯から毛管上昇によっ

て常に水の供給を受けている部分である。地下水

帯は地下水面以下，難透水の基岩またはその風化

物の上を，重力によって水が動く部分である（こ

こでは地下水面を持たない被圧地下水については

考えないことにする)。

森林に降水としてもたらされた水は，蒸発散と

地表面流去で失われるもの以外は，土壌水帯・中

間水帯の孔隙に保持され，あるいは重力にしたが

って下方へ浸透していく。この場合土壌水帯や中

間水帯のある部分で，供給される水が下方へ浸透

する水の量を上回ると，側方への水の流れが起こ

る。この地下水面に到達する前に横流れして流路

に達する水の流れを中間流という。

水源かん養機能は直接流出量（地表流去と速い

中間流出の量）を少なくし，基底流出量（地下水

流出と遅い中間流出の量）を増大させるはたらき

である。言いかえれば，できるだけ長い時間土壌

水帯・中間水帯に水を保持しておく保水力のはた

らきにほかならない。このような意味で，以下

「保水力」をここでいう水源かん菱機能と同義に

使うことにする。

3．土壌の孔隙組成と保水力

土壌水帯と中間水帯の保水力は，そこにある大

小さまざまの孔隙の割合（孔隙組成）に左右され

る。粗大な非毛管孔隙の中を動く水は，重力水と

して速やかに下方へ浸透するか速い中間流になる

が，毛管孔隙の中を動く水（毛管移動水）は，毛

管力がはたらいてブレーキがかかるために動きが

遅くなり，ゆっくり下方へ浸透するか，側方へ流

れるとしても遅い中間流となる。毛管力が重力を

上回るほど大きい場合には，毛管孔隙中の水は動

かない。

このように毛管水が毛管孔隙の中に保持され，

あるいは流動するときに毛管力がはたらくから，

土壌から単位量の水を取り出すには毛管力に逆ら

う力が必要である。これを毛管ポテンシャルと言
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い，毛管力をエネルギー単位に換算したものに相

当する。毛管孔隙が微細であればあるほど毛管ポ

テンシャルは大きく，したがって水はより強い力

で土壌に保持される。このように毛管水と土壌の

結合力は，うらをかえせば毛管孔隙の細粗の指標

でもある。

ところで，土壌中の水は毛管ポテンシャルによ

って保持されるだけでなく，水の溶質による作用

や土壌粒子表面の吸着力によっても保持される。

このような土壌と水の結合のさまざまな状態での

結合力を，包括的に表示する方法の一つとして

pF価の表示がある。これは土壌と水の結合力を

水の柱の水圧に相当する吸引圧と鉤り合う力とみ

なして，その水柱高センチメートルの対数値をと

ったものである。pFのPは対数を,Fは自由エ

ネルギーを表す。pFは現在国際的には廃語にな

っていて，あまり用いられていない。むしろ気圧

やバールなどの圧力の単位で表示されることのほ

うが多いが,pF価表示も使いなれると便利で捨て

難い。水柱10cmがpF1,水柱100cmがpF2,

水柱10mが大気圧に相当しpF3である。

孔隙の大きさとその中に含まれる水の状態，そ

の結合力の強さの関係を整理して表･1に示す。

いろんな状態で土壌中に存在する水の中で》土壌

中を速く動く水（重力水，速い中間流）に対応す

るpF価は－○○～1.8,ゆっくり動く水（毛管移動

水，遅い中間流）に対応するpF価は1.8～2.7

で，したがってpF－Co～2.7の範囲に相当する

0.006mm以上の大きさの孔隙中にある水が，水

資源として利用可能な水である。同じ毛管水でも

pF2.7～4.2相当の水は，植物には吸収利用され

るが(pF4.2は植物のしおれ点に相当する),毛

管移動しないから河川や地下水面に流出すること

はなく，水資源としては無効な水である。

ここで重力水と毛管移動水の区分点をpF1.8

としたのは，圃場容水麓相当のpF価を1.8とみ

なしたからである。圃場容水量は多量の降雨があ

った後1～2日経過して，土壌中の水の下降移動

量が非常に少なくなったときの水分量と定義され

ていて，この水分量に対応するpF価は土壌の種

林業技術No.5091984.8
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pF価一｡c0
11 1

1．6

I 表･1孔隙の大小と水の状態
0．2．0．5 1．82．74．27．0

ﾉ寸一ル

水職満(c"|･‘,．
｜ I I

4063

｜’

3．5 50015，848

水の状態

＃(翼下氏〕
鳥(竹下氏） |大孔隙｜粗大孔隙｜粗孔隙｜細孔隙

類によって多少異なるが,大体1.5～2.0の範囲に

あると考えられている。土壌物理学の教科書3)に

よれば，現在はpF1.8を用いることが多いとさ

れているので，一応これによってpF1.8を区分

点とした。しかし実際に孔隙組成から保水力を評

価しているこれまでの事例をみてみると，1．6．

1．7などの値も使われていて区々である。毛管移

動水と毛管難移動水の区分点としたpF2．7は,毛

管移動停止点としてほぼ統一的に使われている。

気量相当の孔隙である。

十分に水を吸収させた（飽水させた）採土円筒

試料から,pF18･pF2.7相当の吸引圧で水を引

っぱり出してやって，それぞれの水分量を計測す

れば，非毛管孔隙量・粗孔隙量．細孔隙量などを

もとめることができる。飽水させた採土円筒試料

を素焼吸収板にのせて,pF2.7までの水を引き

出す簡便法によって，土壌の孔隙を飯2.7を区

分点にして粗孔隙と細孔隙に区分する方法が提案

され8)，これがその後ひろく一般に森林土壌の孔

隙解析に使われて，全国各地の土壌の層位別の細

・粗孔隙組成のデータが蓄砿されていった。

4．土壌の孔隙解析

表･1に示した水と土壌との結合力,pF価と土

壊孔隙の細・粗との関係があるから，一定容積の

土壊中の大小さまざまな孔隙の組成がわかれば，

それらの孔隙に保持される各種状態の水の最大限

の容溌もわかる。

孔隙の組成は，孔隙解析の一連の手順によって

知ることができる。一定容積の採土円筒（森林土

域の場合間職100cm2,深さ4cmの400cc容の

ものが一般に用いられる）で自然状態の土城を採

取して，これに含まれる固体部分（土壊・石礫・

根）の休職をはかり，全体の容積から差し引け

ば，残りが全孔隙量である。採土円筒試料に十分

水を吸収させたときの水分量を最大容水鐙，その

とき土壌中に残る空気量を最小容気量という。土

域粒子表面が疎水性をもっていて水を十分吸収で

きない場合や，他の孔隙と連絡していない孤立し

た孔隙が存在する場合を除けば,pF-oq～0.54相

当，直径0.86mmより大きい孔隙部分が最小容

林業技術No.5091984.8

5．孔隙量による保水力の計量・評価

真下育久氏は細・粗孔隙組成のデータを使って

土壌の貯水量を計量する手法を開発し，これによ

って森林の公益的機能計量化調査鋤，森林造成維

持費用分担調査6)などで森林の水源かん養機能を

評価した。

彼は貯水率を次のように表している。

貯水率(％)＝粗孔隙率(％)一最小容気量(％）

=pFO～2.7の水分量(%)

（最大容水鐘相当のpF価をゼロとしている）

次に土層(Ajm+BIW)の厚さを平均1mとみ

なして，単位面積当たりの土壌の貯水量を，上屑

20cm・中屑20cm・下層60cmの土壌の貯水率

から次のように求めた。

貯水量(m3/m2)=1m2×{0.2m×(上層の貯

水率)+0.2m×（中層の貯水率)+0.6mX

ｌｌｌｌｌｌｌｌ
■E－6

0 0．0010．0020．0040．040．060．515

動水(非毛管水）I 毛管移動水 毛管非
移動水

吸湿水

｜細孔隙と一粗孔隙
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| 地形｜開斫山地 ｜高原･級斜面’ 表･2竹下s)の計量した流域土

壌の全層の孔隙組成と貯留容量

の1例（基岩花崗岩）

重力水の計測がいろいろな形のライシメーターを

､使って試みられているが，技術的には非常にむず

かしい。

土壌の孔隙を細かく区分・計量して，林地の傾

斜度も考腫して，土壌のもつ保水力の具体的な機

織を明らかにしようとする試みもある。竹下敬司

氏は土壊の孔隙を①細孔隙(pF2.7以上に相当),

②粗孔隙(1.6<pF≦2.7に相当),③租大孔隙

(0.2<pF≦1.6に相当),④大孔隙(pF≦0.2に相

当）に4区分して,C層を含めた各層位の各種孔

隙の孔隙率にその層位の厚さを乗じてミリメート

ル単位で孔隙鹸を御:出している7)。この場合，圃

場容水趣相当のpF価を1@6,最小容気量・最大

容水風:相当のpF価を0.2として孔隙を区分して

いる。また最小容気量相当の大孔隙を，中間流成

分の貯留と排水組織を形成するものとみなして，

評価・計瞳している。さらに傾斜度を考慮して，

以下のように短時間貯留容量と長時間貯留容量を

区分して計量した（表・2)8)。

短時間貯留容量=[A1層粗大孔隙量]+[A2

層～B層の粗大孔隙中の粗大孔隙量〕×a+

(C屑の大孔隙量〕

長時間貯留容量=[A1層の粗孔隙量]+EA2層

～B胴の粗大孔隙量〕×(1-a)+[A2Ig

～B脳の粗孔隙量]+[C層の粗大孔隙量〕

+(Cj闇の粗孔隙量〕

ただし，短時間貯留率a=0.18rsin"

r:A,B層内の大孔隙率(≦8%)

α：傾斜度

このような手法によって，地形・母材・堆積様

林業技術No.50919848

（~ド層の貯水率)｝

さらに，全国の地域別地質・母材の分布率に地

域別森林Im積を乗じ，地域別の地質面積を求め，

これに上記の単位面積当たりの地質別貯水量をか

けて，全国森林土壌の貯水量を地域別・母材別に

算出している4)。またその総計として全国森林土

壌の貯水鐙の総量を482億トン，東京都小河内ダ

ムの250～260倍と試算している。また森林造成

維持徴用分担調査でも，主要河川の森林土壌の貯

水量を同様の手法で求めている。

これらの試算は土域水帯の貯水量であって，中

間水帯（土壊のCIM)は計算の対象にしていない

し，粗孔隙の中で最小容気量相当の孔隙は，貯水

に無関係として貯水量の計算から除外している。

また貯水蝿を直接流出（速い流出）と基底流出

（遅い流出）に区分することなく一括して計算し

ている。それでも，広域の林地の保水力を地域別

・土壌型別・表届地質別などに概数として把握

し，森林土壌の保水力を評価するうえで大きな成

果をあげたと言える。

土壌中の重力水もしくは中間流の動態をしらべ

ることも，保水力の側面を知るうえで大切なこと

である。簡易なライシメーターを使って実際に林

地で計測してみると,A層では非毛管孔隙率の多

少に応じて，捕集される重力水。速い中間流はか

なりの鼠計測されるが,B層以下ではほとんど計

測されない。B屑以下では水は遅い中間流として

ゆっくり流下し，ライシメーターには捕集されな

いものとみられる6)。土域孔隙組成と保水力・流

出特性の関係を現地で検証するために，中間流。

堆職区分

傾斜度(α･）

厚さ（c、）

大孔隙率（％）

大孔隙量(m､）

粗大孔隙趾(m､）

粗孔隙iji(m､）

短時間貯留溶蹴(m､）

長時間貯留容餓(m､）

貯柵容瞳(m､）

調溌識|蹴溌土緬行土|鳥行墜|残職土
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式・傾斜度の異なるユニットごとに，土壌孔隙を

その保水力に応じて区分した細・粗の別に計量

し,C屑までの深さ，傾斜度を考慮して，流域全

体の流出，貯留特性を解析することができる。最

近ではこの種の解析と評価に電算機を導入する試

みも行われている。

以上の事例から理解されるように，森林土壌の

孔隙解析のデータを用いた保水力評価は，森林の

水保全機能の評価の有力な手段であるが，このよ

うなアプローチにもいくつかの問題点があるの

で，最後にそれについて若干ふれておく。

一タの蓄積が少ない。保水力のきめ細かい評価を

するために，データをとっておくことが望ましい

が，そのためにはまず圃場容水量のpF価を1.6

にするか1．7にするか，あるいは1．8にするか，

できれば統一しておいたほうがよいように思う。

また，粗孔隙・粗大孔隙・大孔隙・非毛管孔隙と

いった名称も，できれば早い機会に統一しておい

たほうがよいのではなかろうか。

（ありみつかずと．

林業試験場土壌部土壌第3研究室長）

文献

1）福岡県水源の森基金：福岡県水源の森基本調査報告書

（1），1981

2）土壌物理性測定法委員会：土壌物理性測定法，謎蟹堂，

東京，1972

3）真下育久：吸収板による簡単なpF価測定とこれによる

土壌水および孔隙の区分，森林立地，3（1），1961

‘1）水利科学研究所：森林の公益的機能計量化洲査報告智

（Ⅲ)，1974

5）水利科学研究所：森林造成維持費用分担推進調査報告響

一木曽三川地域，1976

6）有光－登：森林土壌の水分動態に関する研究(2)，林試

研報318,1982

7）竹下敬司：森林土壌の水源保全機能に関する解析と評

価，17回IUFRO世界大会論文集，同大会組織蚕，

京都，1981

8）福岡県水源の森基金：福岡県水源の森基本調壷報告書
(2),1982

土壌の孔隙解析による保水力評価の問題点

森林土壌の孔隙解析に用いる自然状態の採土円

筒試料は，大きな石礫や動物の穴，ルートチャン

ネルを含む土壌層位では，それらをさけてサンプ

ルが採取されるか，サンプリングの不可能な場合

すらあり，このような場合には孔隙量を正確に計

量できない。石礫や巨大な空隙については別の方
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有水彊

フィルターとしての森林の効果

1．はしがき

これまでのところ，林業といえば木材生産が中

心であり，それに副次的な林産物が続いて，そう

した分野に限り，生産物に価格が成立してきた。

また投資が行われる分野は上記を除くと，森林保

謹と治山，林道等に限られてきたが，そうした投

資がもたらす効用については価格は擬制的に計算

されても，金銭が払われることはなかった。

ところが最近，山間部の湧泉の水が14当たり

200円で非常によく売れてきた。つまりガソリン

よりもその価格は高く，水道水のなんと2,000倍

にもなっている。しかも欧米で市販されているパ

ック入り1，'の水の3倍も高いのである。もちろ

ん牛乳の価格と大差ない。

その原因は，水質汚濁がわが国のいたるところ

で大規模に進行し，汚濁した水が_上水道の原水に

なってきたために，塩素消毒が強く行われている

ことによるが，清浄な水が極めて不足してきたこ

とが直接の原因である。わが国の針葉樹が過剰

で，木材価格が安くなったのとは逆の関係になっ

ている。つまり，制度および人為的な関係によっ

て発生した，稀少性がその背後にある。

こうした自然水の原料は，雨水であり，それは

森林がフィルターになって浄化されているのであ

るが，フィルターとしての森林の機能について

は，林業では全く関心がないか，または過信さ

れてきた。後者の例はダイオキシンを成分とする

除草剤の処分に現れている。前者の例は，山村が

固形廃棄物やし尿など，あらゆる廃棄物の捨て場

になりつつある現状にみられる。そればかりでな

く，生活の洋風化にともない，トイレの水洗化

が普及し，生活廃水力罰増加して，水質汚濁は山村

にも発生して，おいしい水を汚染し始めている。

現在わが国の下水道普及率は32％といわれて

いるが，そうした下水道が対象としている汚水は

汚水全体の40％ぐらいではないかと推定されて

いる。したがってわが国の汚水の約1割強が水処

理の対象になっているのにすぎない。しかもその

ために今まで20兆円以上の費用が支出されてき

た。しかし国家財政が現在窮地におちいったため

に，今後この分野への投資には強い制約が加えら

れるであろう。そこで文明国としては恥ずかしい

くらいの下水道普及率と水質汚濁に悩まされ，食

料やエネルギーよりも先きに，飲料水不足によっ

て国民生活が自滅しないという保証もできない状

態に追い込まれていくのではないか，と危倶され

てきた。自然水が異常な高価でよく売れているの

も偶然ではない。

そこで森林をフィルターとして清浄な水を多量

に生産する技術，さらに雨水ではなく，汚水処理

に森林が利用できないか,．という問題に最近急激

に関心が集まってきた。

というのは，公共下水道の中心技術が要求する

費用が高く，そのわりには処理水の水質がよくな

い，という関係に基づいている。また公共下水道

が大都市では完了し，今後は地方が中心になるこ

とから，そうした地方都市の周囲にある山林を水

処理に活用し，安い費用ですぐれた水質の処理水

を作ることに期待する水処理研究者は，最近増加

林業技術No.5091984.8
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している。

筆者は10年以上も前からこの問題を研究して

きたが，森林を利用しなくても安く良質な水を作

る技術を筆者のみならず，他の少数の研究者も開

発しているので，早急に林業関係者がこの問題に

進出しない場合，好機は逃げることになるであろ

う。

2．森林とフィルター機能

汚水には生活廃水，工業排水のように発生源が

特定できる汚水と，発生源が広汎で特定できない

汚水とにわけられる。大気汚染は後者に属する

が，汚水にも同様なもの，例えば道路に堆積し，

雨水といっしょに流出する汚染物質がある。その

水量は生活排水に負けないが，こうした汚水の相

当量はもっぱら林地によって浄化されてきた。ち

ょうど酸性雨が森林によって浄化されるのと共通

している。その意味でも，これまで森林はフィル

ターとしての機能を果たしており，わが国の汚水

処理に最も貢献しているが，行政機関も研究機関

もこの分野の研究を評価しないので，森林のもつ

公益的機能の中に算入されることはなかった。筆

者はこの機能こそ，森林の公益的機能として最大

のものと考えている。というのは飲料水なくして

人間は生活できないし，水害のように1年に数回

発生するものではなく，四六時中国民生活に直接

関係しているからである。

そこで森林のもつ「フィルター機胸をつぎに

考えてみよう。

元来，森林を構成するものは地上の植生部分と

土壌とに分けられるので，ここでもその区分に従

うことにする。

3．植生のフィルター機能

雨は純水ではなく，窒素化合物，硫化物，塩素

イオン等を含むアニオンとカルシウム等のカチオ

ンをふくんでいる。蔽性雨となると，亜硫酸や鉛

のような重金属が加えられるが，いずれも植物に

有害な物質である。わが国には火山が多いので，

亜硫酸ガスは昔から相当雨にふくまれていたと考

林業技術No.5091984.8

えられる。これらの化学物質の成分の割合は降下

場所によって異なっている。

雨水は樹冠を通過する間と，樹幹を通過する間

および地上の植生を通過する間とに分けて考えて

みると，無機の窒素化合物だけはいずれの場合も

かなり減少する。それは葉に寄生する地衣類，葉

面の菌類に摂取されるからである。その他の物質

は通過する間に降雨前に堆積した物質が加わり，

水分が減少するので濃度は増加する。またカチオ

ンが樹木に吸着されるので，酸性度も増加する。

その程度は場所と樹種によって異なる。

雨水が地表に到達すると，イオンは腐植質に吸

着されるが，溶脱が起こることもある。一方蒸発

散が進行すると，濃度は増加する。

この場合，地表に雨水が停留する時間の長さが

問題になる。傾斜面ではその時間は短く，侵食が

加わると濃度は増加する。ところがこの雨水が地

面から浸透し始めると事情は一変する。

4．土壌のフィルター機能

晴天時では，地表からの蒸発散によって，地中

水が失われるので，溶液の濃度ほ増加し，極端な

場合沈澱物ができて，土壌水の成分が変わるが，

雨が降ると逆のことが行われる。

また吸着とイオン交換が行われる。吸着により

土壌水のイオンが土壌粒子に吸着される。イオン

交換では，土域粒子中のイオンが新しいイオンと

交代する。その中で重要なのは，水素イオンをふ

くむ陽イオンの交換である。一方陰イオンの交換

も行われるが，陽イオンに比べると弱く，水質に

与える影響は大きくはない。

ところで，水質に最も影響を与えるのは，水に

よって促進される化学的風化であって，その結果

水質が変化する。その変化の仕方には，熱力学，

動力学および停留時間による関係があるが，それ

に生物的な関係が加わり，水処理技術のすべてが

総動員されている。

土壊中の微生物は土壊水の化学成分に酸化・還

元作用を加え，水に溶ける化学物質を作り，根系

がイオンを選択的に摂取することもあって，残っ



た土壌水の化学成分を変化させる。その中で重要

な変化は窒莱化合物のそれであって，植生ｶﾖある

と裸地の場合より10倍近くも硝酸塩力蚤摂取さ

れ，植生が成長するほどその量は大きくなる。

このような土壌水の化学変化は，土壌粒子の小

隙の中で静止状態にある水で行われ，早く流れる

水の中で行われるのではない。そして伝導，対

流，拡散が同時に進行する'ので，その効果は拡大

される。林地ではカルシウムイオンやマグネシウ

ムイオンなどのミネラルが雨によって林冠にたま

り，また雨で地中に浸透するので，これらの成分

の濃度は高くなって，水質，とくに水の味に影響

を与えている。

植物の根系や土域微生物の呼吸作用により，大

気中の炭酸ガスより数百倍も多い濃度をもつ炭酸

ガスが土壌水に溶けるばかりでなく，ミネラルと

化合して適量の炭酸水素カルシウムや炭酸水素マ

グネシウムとなり，水に溶け，水の味を良くす

る。また土壌微生物は病原菌を除去する強い殺菌

力をもっているので，衛生上極めて安全な水が作

られる。このようにして林地から安全で味の良い

清浄な水が大量に作られるのである。

5．酸性雨

硫化物その他工場地帯を発生源とする排煙にふ

くまれる汚染物質が降下しやすいところにある，

アメリカの北東部，欧州では西独，北欧で，そこ

の針葉樹林に大規模な枯死が発生し問題になって

いる。その原因は硫化物が林地に堆積し，土壌中

の養物を減少させるか，植物に有害な物質力蛍形成

されて，森林植生に被害を与えているからではな

いか，と考えられている。

そうした論文をみると，その原因はまだつかめ

ていないし，アメリカの場合と西独等の場合とを

同一に取り扱うことにも問題があるように考えら

れる。臘度の高い硫化物や銅などの重金属が植生

に影響し，枯死を発生させることはありうるが，

この問題を水処理技術から考えると，解明されて

いない現象がかなり明らかになる。

森林はなるほどフィルターとしての機能をもつ
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ているので，酸性雨の浄化に貢献するとともに，

自ら被害を受ける。

ところで酸性雨の被害原因としてこれまでの研

究があげている物質に，植物に重大な悪影響を与

えるものがないことに注目すべきである。アルミ

や鉛も特に有害でない。むしろ硫化物が土壌水の

流れを阻止する「目づまり」を形成し，嫌気状態

を作り出すことのほうが問題なのではないか，と

考えられる。したがって降雨量が少ないときに干

ばつの被害を受けやすくなる。

このように森林のフィルター機能は万能ではな

く，低濃度の汚水にのみ有効であることに特に注

意すべきである。しかしそれこそ森林のもつ強力

な長所である。というのは低濃度の汚水を大量に

処理できる技術は最近までなかったからである。

したがってその機能を過大評価することは戒めな

ければならない。つまり高濃度の汚水をかなり低

濃度に処理したうえで，森林フィルターを活用す

ることが要求される。そして低濃度であればある

ほど，森林フィルターの長所が出てくるのであ

る。

6．森林のフィルター機能が失われる場合

外国での調査によれば，森林の伐採により500

倍もの土砂が流出するといわれている。それは平

地林である。また土木事業により2,000倍にふえ

るとされている。

現在水質汚濁の原因は生活廃水と工業排水とさ

れてきているが，そのほかに道路からの穆泳がア

メリカでは問題となっている。というのは自動車

が道路に排出する石油に由来する芳香族炭化水

素が，降雨のときに側溝に流れ，それが下水道を

経て終末処理場に到達すると，その水処理能力が

著しく減退し，通常処理される汚水までもが未処

理のまま流出するといわれている。つまり活性汚

泥に付着している微生物が殺されるのである。現

在わが国ではこうした問題についてだれも取り上

げないが，そうした降雨時の排水は，山間部では

道路の下の森林に流入している。したがって森林

の土壌微生物がその被害にあい，そのために森林

林業技術No.5091984.8
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のフィルター機能が失われることは間違いないと

ころで，それを酸性雨の被害と混同している研究

ｶき特に西独に多いのではないか，と思われる。ま

た山間部に道路を建設するとき，その地域のハイ

ドログラフが一変し，保水能力が減少することに

も留意すべきである。このような関係は，農業用

水にも影響を与え，林業ばかりでなく，農業にも

被害を与えているのではあるまいか。

7．森林と水処理

この問題については10年前から筆者は取り上

げ，『水利科学』および『グリーン･エージ』に

数年前まで解説してきた。つまり森林のフィルタ

ー機能を利用するもので，雨水の代わりに処理し

た低濃度の汚水を森林で処理するものである。西

欧文明国では太古より利用してきた技術で’現在

でも活用されている。例えば都市林は水処理のた

めに作られた，と言えるくらいである。今世紀に

入り，水処理技術が開発されてから，森林を水処

理に用いる傾向は減少したが，そうした技術だけ

では水質汚濁を防止できないことが明らかにな

り，まずアメリカ合衆国が1972年に水質汚濁防

止法を改正し，土壌をふくむ森林を水処理に利用

する途を開いた。アメリカの林学者の一部は’

1900年代にこの分野の研究を大規模に行い，そ

の効果を示したことが上記の法改正の基礎を作っ

た。

最近わが国でも，こうした方向を目ざす動きが

急激に広がってきた。しかしこの分野の研究は上

記の解説論文の域を出るものでもなく，アメリカ

刊行のお知らせ 一一＝巳4PI

で行われた試験研究の追試にすぎないので，反覆

を避ける意味で割愛した。

生活廃水の処理の最大の難点は，窒素化合物と

リンの除去にある。これまでの技術はかなり低濃

度の処理水を作る段階までは可能であっても，飲

料可能な水準とは程遠いものでしかない。しかし

森林を用いると，窒素は森林にとり肥料になるば

かりか，本文でふれた過程で除去される。リンも

同様に肥料として吸収されるばかりでなく，土壌

粒子に吸着される。原水が低濃度であれば完全に

撫害な水準にまで浄化されるのである。その場

合，「目づまり」が発生する可能性が高いので，

毎日同一箇所で大量に処理することは避けなけれ

ばならない。

また水処理技術そのものも開発が行われている

ので，そうした技術と森林を組み合わせたとき，

最も安く，大量の汚水が完全に処理される。その

ための施業も成立する。

8．むすび

筆者は20年前にOR誌に日本林業が行き詰る

過程を取り上げたが，不幸にしてそのとおりにな

ってしまった。その時以来，日本林業の将来は水

資源開発にあると考え，研究を行ってきた。

前述したように，森林の公益的機能の筆頭にく

るはずの水質浄化に最も適した森林のフィルター

効果を-1-二分に果たせる方向に，林政を転換させ

てはどうであろうか。

（ありみずつとむ・前林業試験場経営部主任研究官）

q■LFー■｡『一口岳

森林航測第,43号荊議寶欝"謁欝
〔143号（59年8月発行）内容〕
植生と土壌一梓川上流横尾谷右岸洪潤地の森林と土壌（林試土壌部・加藤正樹，小林繁男）
空中写真による広葉樹のバイオマス量の推定（林試経営部・長谷川訓子）
レーダ画像のリモートセンシング（アジア航測K.K.・渕本正隆，早川溝二郎）
昭和59年度森林測量事業予算の概要（前林野庁計画課．岡村敏雄）
森の履歴書一伊勢の神宮宮域林（神宮司蝿営林部・木村政生）
紋様百態一空から見た大地の表情

‐ 発行日本林業技術協会
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RichardRBuIlockう/抄訳･小松新平

海外の話題

オレゴン州から日本への

丸太輸出を禁止する法制化の動き

!~~－－－－~－~~~~－－~~~~~－－~~~~一・一~一…~~………‐
｜〔解説〕オレゴン州は1961年に洲有林の丸

!太の輸出を禁止する法律｣を制定し,以来実施し
’てきているが,81年に再び丸太輸出の制限を強化

Iする運動が高まり,州議会に関連法案が提出され
’た。その狙いは州有林以外の丸太の輸出も制限し

’ようとするものであった｡議会は州有林丸太につ
｜いて手続的な強化については通過させたが，州有

｜林以外の丸太の輸出制限については,83年の議会

iまでに貿易経済発展委員会で中間検討を行って議

{会に報告することという付帯決議によって問題の

|決着を引き延ばした。
｜ここに紹介するレポートを書いたのは，当時同

｜州上院議員で上記委員会の議長をつとめたリチャ

1－ド・P・バロック氏である。彼は2年間の校討

｜結果をまとめて議会に報告した｡83年議会では丸

’太輸出禁止関連法案はすべて成立しなかった｡同
I氏はその後議員を退き，ジェーソン・ボー協会に

｜勤めたが，同協会を通じて本レポートを日本木材

i備蓄磯構に寄せてきた。中間稜討をまとめた当事

｜者が見た丸太輸出問題の経過と感想が述べられて

｜おり，現地の情況を理解するうえで参考になると

｜考え，関係者の了解の下に発表させていただく。

（抄訳者）

1．し、きさつ

丸太輸出論議の核心は，丸太の輸出はそれを製材など

に加工するのに要する仕事（雇用）を輸出してしきうこ

とになるという主張だ。

この主張は木材産業の労働組合の指導者たちによって

提唱され，彼らの政治的盟友である民主党の支持を得て

いた｡20年前オレゴン選出のモース連邦上院議員は労働

組合の支持によって，連邦有林の丸太の輸出禁止法の成

立に成功した｡60年代の住宅ブームによって外国からの

*JASONBOE&ASSOCIATES,Inc

PORTLAND,ORE･Copyright

丸太買付が激化したため，「自由貿易」というキレイ事

よりも「仕事を守れ」という保謹主義の力が優先したた

め，国の段階でも，州の段階でも民主党のこの主張が通

りがちだった。自由貿易の支持者は議会で少数勢力だっ

た共和党になりがちで，彼らは州段階では，保謹主蕊的

な法案は連邦憲法の通商条項にふれるということで保守

的な裁判官の力をあてにして抵抗してきた。連邦最高裁

は連邦議会は連邦資源の輸出を規制できるという権限を

有することを認める一方，同様なことを州が行うことは

できないという立場をとってきた。

しかしながら米国の司法制度では，どんな問題でも決

着をつけようとする場合は，誰かがそれを法廷に持ち出

さなければならないことになっている。1961年の「オレ

ゴン州州有林丸太の輸出禁止法」については，その内容

は眉をしかめさせるような経済制限政策だったにもかか

わらず，一度も法廷に訴えられることはなかった。恐ら

く州有林のウエイトが小さく，大手木材会社が偏狭な法

律を向こうにまわして裁判で争う気持ちになれなかった

ためであろう。

住宅ブームは50年代に始まり，70年代の終りに終っ

たが，丸太をめぐるインフレ的な競争は州有林の立木価

格をすっかりせり上げさせてしまっていた。価格高騰は

同時に併行した外国の住宅ブームのせいにされ，再び丸

太輸出が攻撃にさらされるようになった。

ウエアハウザー社がエリオット地区の州有林の立木販

売競争に参加し，せり落し始めたとき非難の叫びが起こ

った。丸太の輸出を念頭に置いている大手木材会社との

太刀打ちは中小製材会社ではとてもできないので工場の

閉鎖と雇用の喪失につながるというのだ。私有林の丸太

を輸出してその穴うめに州有林の丸太を使うやり方を止

林業技術No.5091984.8
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めさせようとして，丸太輸出禁止論者たちは議会に「私

有林の丸太を輸出するものは，州有林の立木販売競争に

参加させない」という趣旨の法案を持ち込んだ。

この法案がHB2902だ。当初これは61年の法律で国

内需要を上回る分の丸太は州森林局の許可を得れば輸出

できるとされていた輸出許可条項を単に削除するという

だけの内容であった。民主党議員から提案され，組織労

働者の支持を得たHB2902は下院農業天然蛍源委員会

に付託された。最初の公聴会の際連邦下院議員ジム・ウ

ェーバー(民主）は，①丸太輸出はオレゴン州の13,000

人分の雇用を犠牲にする。②日本人が自発的に丸太の買

付を減らして製材の買付を増やしてゆくことはあてにす

べきでない。③木材資源の利益を最高に発揮するためオ

ペックのような政策をとるべきだ。④植民地がやるよう

な原材料輸出はすべきでない等々と主張した。ずるい日

本人にしてやられることはないというのが彼のトーンだ

った。

法案は委員会を通過し，下院全体会議も通り，上院に

送られた。上院では法案に同情的な労働委員会に付託さ

れた。製材会社，合板会社および組織労働者等の団体で

織成された「丸太輸出に反対する市民(CALE)」と称

する市民団体を代表するロビスト，ポッブ・デイビスは

法案支持の立場で発言し，日本人の商売のやり方をけな

し，下院を通過してきた法案に修正を加え，私有林の丸

太を輸出した者は州有林の立木の購入ができないように

する内容を付加した。北西部木材協会のロビスト，マー

チン・デーバーは日本人の丸太買付とウエアハウザー社

のやり方を非難した。

労働委員会の委員の1人，ハノン議員は，日本人をオ

レゴンの木材貿付から締め出すことになるのではという

懸念を表明した。同じく委員の1人クロンゴスキ議員

（民主）は，デイビスの修正案を支持し，現行法のぬけ

穴をふさぐことになると述べた。丸太輸出禁止反対の団

体，パシフィックリムトレイドアソシエイション（汎太

平洋岸貿易促進協会）のロビスト，ローガー・マーチン

は，修正案は州の他の部門における雇用に影響を及ぼす

と述べた。ウエアハウザーのスプリングブィールド事業

場の原木部長は，法案は資源の有効活用を損うことにな

り，適材適所に丸太をふりむけることができなくなるの

で，丸太輸出禁止のいかなる試みにも反対すると主張

した。

デイビスはHB2902の修正案を委員会で通すことに

成功した。この修正案の影響は大きいものがあった。上
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院は修正付HB2902を通過させ，両院協議会に送った。

両院協議会では州有林の収入を最大限にするよう求めて

いる州の憲法の普通学校基金条項に対して，法案で予想

される州の収入の減少との矛盾点に焦点があてられた。

デイピスは法案が合憲的であるという意見を提出した

が，ポートランドの弁護士ポーデン・ベックによって反

論された。ベックは法案は違憲であることを強く主張し

たので，協議会のメンバーたちは法律的な論争には全く

困惑してしまった。

ついに修正HB2902は下院全体会議で票決にかけら

れ，たった1票の差で否決され，その代りに新しい法案

SB549が票決成立した。SB549は当初のHB2902

の内容と同一のものである。ただし付帯決議として，私

有林の丸太を輸出した穴うめに州有林の丸太を使用する

代替措置について，貿易経済発展委員会でリチャード・

バロック議長の下に次期83年会期までに長期の細部に

わたる検討を行うことという要請が付いた。

中間検討の初期に貿易委員会で行われたヒアリングで

は過去の会期での証言がより詳細に繰り返されただけで

結論に至らなかった。委員会は丸太加工工場の調査をす

ることを決め木材業界の協力を得た。また過去10年間

の州有林の販売データの分析をすることにし，州森林局

にデータの提供を求めた。

そうこうするうちに,CALEの代表ボブ・デイビス

が突然解任されるというロビイ勢力の大変化が起こっ

た。彼は委員会で「公有地の略奪者」という本を手にか

ざして，昔不当な方法で公有地の森林を買い集めた木材

会社が，現在丸太を輸出している木材会社と同じである

がごとき発言をして木材輸出業者に侮辱を加えた。その

直後彼は解任された。

デイビスの解任によって輸出禁止派の活発なロビー活

動が止まると，議論の焦点は法律問題に移った。輸出禁

止の合憲性についての論議は州法務長官デイビッド・フ

ロンマイヤーからテッド・バーガス下院議員にあてた書

簡が公表された機会に急速に燃え上った。バーガスはか

ねてから法務長官の意見を求めていた。フロンマイヤー

は書簡の中で，現行の丸太輸出禁止法は憲法的に疑問が

あると述べ，サンフランシスコ高裁に上っているアラス

カ州の案件がオレゴン州の法律と同じ内容をもつアラス

カ州の法律の合憲性を問うものであるから，この判決が

出ればおのずからオレゴン州の問題は決着がつくだろう



と結んであった。書簡の全体トーンからして，同長官は

高裁は，州の制限措置を認めない立場をとると予想して

いるように受取られた。

丸太加工工場の調査は西部オレゴンのすべての工場を

対象に行われ，操業内容，投下資本，雇用，丸太供給

源，搬入距離およびその他にわたる139の質問に対し，

84％の回収率で回答が返ってきた。たった5つの会社が

回答を拒否した。輸出禁止派の指導者の1つであるボイ

ス･カスケードがその中の1つであった。

州有林の販売データは71年から81年までの1,152件

の販売データが集められ，分析のためコンピュータに入

れられた。

連邦最高裁の判例の多くが，州の資源を州民のために

保誰しようという州の法律を違憲としているので，委員

会の法律問題の検討と分析では，これらの判例が問題の

解決をもたらすと考えられていた。したがってサンフラ

ンシスコ高裁がアラスカ州の法律を支持する判決を下し

たので，非常に蝋いた。しかも同高裁が通商条項の分析

を無視して，アラスカ州法は連邦法と同様趣旨なので

「連邦議会の暗黙の了承」を得ているという新しい法的

根拠を持ち出したので，驚きはさらに倍加した。州法務

長官は，それが適切であるとは一言も言わずアラスカ州

とオレゴン州は事案が異なっていると述べた。高裁の判

決は連邦最高裁の検討に委ねる部分が十分あるように思

われた。当事者のサウスセントラル木材会社は,83年初

めに当案件を最高裁に上訴した。アラスカ案件の高裁判

決は丸太輸出の法的論議に明確な判断はほとんどもたら

されなかったが，短期間には輸出禁止派を勢いづけるこ

とになった。

中間検討結果の最終報告は次の内容でまとめられた。

①従来からオレゴン州は木材の不足を経験したこと

は雌かつたし，将来においても木材が不足すること

はないというりj確な根拠を得た。

②私有林の丸太を輸出した木材会社が，州有林の入

札に加わらなかったとすれば,10年間で州の収入は

900万ドルの収入減になっただろう。

③エリオットの州有林に限って見れば，同じく100

万ドルの収入減をもたらしていたであらう。

④私有林の丸太を輸出した木材会社が，州有林の入

札に加わらなかったとすれば，およそ2,400人分の
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関連雇用が失われることになった。

この報告書は付帯決議に基づいて83年議会の新しい

貿易経済発展委員会に提出され，受理され，そして全く

無視された。

下院民主党は83年議会にHB2827を提案した。この

法案は私有林の丸太を輸出した会社は以後3年間州有林

の販売入札に参加させないというものだった。しかし，

今度は支持ムードが盛り上がらないうちに~ド院農業天然

資源委員会でわずか2時間のヒアリングの後に4対3の

票決で葬り去られた。法案を支持するもの，反対するも

のの色分けは81年議会当時と同じだったが「丸太輸出

に反対する市民」グループに相当するものは今度は現わ

れなかった。ウエアハウザー，クラウンゼラバックなど

大手輸出会社は，法案が通れば雇用は失われ，州の収入

は減ると強調した。民主党の提案者は論調を高めていく

ことができず,81年のときいた業界の支持者たちは，ど

こへ行ったか消え去ってしまっていた。

オレゴン州から丸太輸出を禁止しようという企ては

81年および83年の議会で不成功に終わったが，この主

張が消滅してしまうとは思えない。伏流水のような根強

い力を持ち続けるだろう。労働組合の指導者や民主党の

政治家がこの主張を持ち出したほうがよいと状況判断を

すれば再び生き返ってくるのは十分予想されることであ

る。

2．ほそく

(1)81年の議会会期の終りころは，民主党の上院議

長，下院議長そして共和党の知事および総務局長は，

丸太輸出禁止を求める大多数の議員の味方だった。た

った一握りの議員，ロピスト，港湾関係の人々が「せ

っかちな結論」を出させないよう懸命の努力をし，中

間検討の付帯決議を提案することによって法制化をお

くらせるのに成功した。

(2)当時在ポートランド日本総領事は，自由貿易派の

実業界の代表港湾関係者にしか依存できない状況に

あった。ウエアハウザー，クラウンゼラバックはとも

にオレゴン州に本拠がなく，州内での縁故はほとんど

なかった。こうした状況下で総領事は，オレゴンの政

治指導者たちに，丸太輸出禁止が日本との貿易に及ぼ

す悪影響について，適切かつ効果的な説明を絶望的な

努力で行わなければならない立場に立たされた。有力

議員に的がしぼられ，同調的議員の力を借りて教宣活

林難技術No.5091984.8
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動が始められた。総領事がホストになって関係者を招定によって，アラスカ原住民に4,000万エーカーの土

いて教宣をすることもあれば，関係者がホストになっ地（大部分原生林）が与えられ，この森林からの丸太

てその席に総領事を招いて出席者に教宣することもあが輸出されるようになった。このためオレゴン州の木

った。こうした教宣活動は静かで緩慢で単純なもので材業界は海を越えて日本に市場を求めなければならな

あったが議会の動きに次第に影響を及ぼし，ついにSいことになった。

B549の通過という形になった。
3．むすび

(3)アラスカの案件は現在連邦最高裁に上訴中であ

る。丸太輸出禁止論議を通じて，担当者，関係者の日本に

(4)83年1月連邦農林次官ジョン・クロウエルはオ対する知識，理解は甚だ乏しいものであった。また日本

レゴン州に来て「オレゴン州が将来ダグラスファーの人がこの問題について，表面に出てきたこともなかつ
供給の減少にあうことはない。木材が不足するというた。

長年の心配はなくなる。現在の林産業界の苦境が木材丸太輸出問題を通じて学んだ最も大きな点は，経済的
不足からくるものでなくて市場不足からきていることな投資は，政治的あるいは社会的な投資とはほとんど雌

は皮肉なことだ」と語った。関係であると思われることだ。日本とオレゴン州がドル

(5)オレゴン州の製材業界は，ジョーンズ法によっ（金銭）の関係で非常に大きな取引相手になってきた割

て，海上運賃がカナダの業者よりも不利になり，米国合に，それが政治的社会的な関係を育て_1二げるに至って

東部の市場を失った。ついで鉄道運賃があいついで値いないということである。これは双方にとっての弱みで
上げされたため中部・南部の市場が南部のサザーンパ あり，我々 の指導者は貿易バランスに対する関心と同等

イン地区の業者に奪われ今やロッキー山脈以西の市場の関心を払うべき問題だと私は考える。

に依存するだけになった。“訳／こまつしんぺい・(財)日本木材伽諮機柵）
そのうえ,1971年のアラスカ原住民要求解決法の制
営鱈輻凸ﾆｰｰｰ｡ロ．審揺＝”=畠_必■0口？.』 塁一聖．0口,サロ

了 ’

空中写真申込方法林野庁関係鮴野庁.都道府県鮒）
●所定の申込書にて，本会航測部空中写真室宛お空中写真頒布価絡表（昭和59年度）
申し込み下さい。（東京都千代田区六番町7〔〒

写真の種類写真の大きさ単価備考
102)電話03-261-5281)

●お申込みにあたっては，撮影地区指定番号と． 密着18cm×18cm510円約1:20,000
ポジフィルム18cm×18cm1,710円約1:20,000

－ス番号，写真番号及び写真の霊霞を記入して下
2．5倍伸45cm×45cm1,665円約1:8,000

さい。なお，写宴番号等が不明の時には，市販さ
4倍伸72cm×72cm 4,050円約1:5,000

れている5万分の1地形図に希望する区域の範囲緬小標定図25cm×30cm460円擬影コース・写真番
を明示し，写真の種類を申込書に記入して申込ん 号を表示したもの
で下さい。 その他上表にない輪尺の引伸し，部分引伸等の単価はそのつ

ど定めます。●申込みは毎週火曜日が締切になります。

★媛近では23cm×23cmで撮影されています。その場合は下記のとおりで
す。主やら誕文0t中ら、
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★送料は地域および枚数により実蟹を申し受けます。
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匹丘S丘▲匪⑰田全国林業試験指導機関の紹介

9．宮城県林業試験場 である。さらに各科別に見ると育種科では県単3課題，

国肱1課題（メニュー)。環境緑化科では県単2課題。

育林科では県単1課題，国庫7課題（メニュー3，一般

1，大プロ2，システム化1)。経営科では県単2課

題，国庫2課題（メニュー)。特産科では県単1課題，

国庫1課題（システム化）となっている。研究課題総予

算額は12,267千円である。・

研究課題のうち主なものについて説明すると次のとお

りである。

〔育種関係〕

採種穂園の施業改善試験として，(1)スギ採種園の着花

促進技術のジベレリン処理および施業方法を改善して健

全な採種木の育成を図る。(2)採穂台木の萌芽枝着生試験

として，盤枝せん定等の技術の改善により，正常心型穂

木生産の増大を図ることについて研究を行っている。こ

れは優れた林木を作り出すため，選抜された品種で仕立

てられた採種穂台木から毎年定量的な種子生産と，さし

穂の生産が必要であるので,58年度から試験場内の採種

穂園でこの研究に取り組んでいる。

〔育林関係〕

特用原木林の育成技術に関する総合研究として，(1)天

然生林施業改善技術。(2)既存人工林施業改善技術。(3)新

規人工林施業改善技術についてミズキ，ケヤキ等を対象

に研究を行っている。これは，ふるさと（地域）の伝統

地場産業の育成を推進するため，こけし，ダンスの原木

となるミズキ，ケヤキの天然生林および人工林の密度

調整，肥培管理，更新技術等地域に適合する育林技術の

総合的な研究に58年度から試験地を県有林，こけし組

合等の所有林を借用し，ミズキ3カ所（花山村，鳴子

町，大和町)。ケヤキ2カ所（大和町，岩出山町）で取

り組んでいる。

〔森林保護〕

マツクイムシ防除対策について，(1)寒冷地方における

マツ枯損動態(年越枯)に関する研究として，寒冷地域の

マツ枯れ現象が温暖地域と異なる枯獅移態を示すため，

この原因を解明し，マツ枯損防除技術の体系化を図る･

林業技術No.5091984.S
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本館（左側）と研修館（右側）

1．はじめに

宮城県林業試験場の前身は，昭和8年に県有林の植林

用優良苗木生産と民間苗木生産者の指導を行う県営黒川

苗圃として発足した。昭和30年に大衡村で第6回全国

植樹祭が行われたときには天皇・皇后両陛下が場内苗畑

にスギ，アカマツの種子をお手播きされた。次いで昭和

37年に県林木育種場となり，昭和45年に県農業試験場

林業部と統合して県林業試験場として開設された。

2．機構

総括研究員

一総務課

一研修部

一育種部
科
科
科
科
科

化

種
緑
林
営
産

境

畷

育
環
一
一

場長

造林経営部一

3．施設の概要

施設としての建物は本館，研修館，展示館，林業機械

実習舎，倉庫等で，その面積は4,909nfであり，試験・

研究林，採種穂圃，苗畑等の面積は104.23haとなって

いる。

4．試験研究

昭和59年度の研究課題は20課題（県単9，国庫11）
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(2)マツ枯損被害パターンをもとにした新たな防除技術の

実用化に関する調査研究として，マダラカミキリ誘引剤

の野外適応化試験を行いマツクイムシ防除技術導入の実

用化モデルを作成する課題研究を行っている。

本県では昭和50年石巻市に発生したマツクイムシも

県南地域や，県北地域へ漸次拡大する傾向(58年度被害

5,800111p,前年対比112%)にあるため早急にこの原因

を解明し，防除技術を究明するとともに，マツノザイセ

ンチュウの媒介昆虫であるマダラカミキリを捕殺するた

め，誘引剤使用の効果を調査する必要があるので58年

度から試験場内および石巻市の激害地の赤松林で調査研

究に取り組んでいる。

また，スギ，ヒノキを加害するスギカミキリを対象と

して被害調査，被害発生林分の環境調査，防除技術等に

ついて研究を行っている。

〔特産関係〕

食用きのこ栽培のコスi､ダウン技術に関する調査のほ

か，野生食用きのこ類の栽培法に関する研究を行ってい

る。

特に近年は野生食用きのこ類の需要が自然食品ブーム

に乗り増加の傾向にあるので，これらの人工栽培法の開

発を図るためムキタケ，ブナハリタケ，シロモギタケ等

を対象として58年度から試験を実施している。

〔経営関係〕

58年度で「腱家林業の経営指標設定に関する研究」

課題を終了したので，59年度から新規課題として，「地

域林業の組織化モデルに関する研究」を行っている。

これは地域に適合した組織化モデルの作成を試み，そ

の存立，発展の条件等について検討するものである。

5．研究成果の普及

研究結果は，「林業試験場業務報告｣と,｢林業試験場成

果報告」として年1回関係行政機関，市町村，森林組合

等に配布し，また，研究報告会を年1回実施している。

6．林業研修

昭和56年に設職された研修施設により，森林所有者，

林業後継者，林業技術者の研修を年間を通じて行ってい

る。特に今後の林業労働力不足と生産性向上に対処する

ため，林業機械の研修に力を入れている。昭和58年度

の研修参加人数は延べ3,343人である。

研修施設は50人が快適に宿泊ができる設備も整って

おり，実習舎には各種の機械器具も整備され一応の林業

機械，その他林業技術の研修が実施できる体制になって

林業技術No.5091984.8

いる。

次に，当試験場が宮城労働基準局の指定教習機関とし

て労働安全衛生法に係る，(1)車両系建設機械運転技能講

習，(2)フォークリフト運転技能講習，(3)はい作業主任者

技能講習を実施している。また，林業架線作業主任者免

許取得の識習と伐木に係る特別教育，移動式クレーン特

別教育，玉掛特別教育等の研修も行っている。

7．関連事業

(1)林木育種事業として採種穂園の管理経営を行ってい

るが，採種園から生産されたスギ(324kg),マツ類

(33kg)の種子は県全需要量をまかなっている。ヒノキ

(7kg)の種子については約50%である。採穂園のさ

し穂から生産されたスギさし木苗(40万本）は県内の植

林用に使われている。

(2)このほか，県内の公共施設に認上木を年135千本配

布する「緑化樹増殖事業」や，緑化木の発芽試験等を行

って菱成した苗木を試験場の参観者に有償で配布して，

各家庭の緑化に役立てていく塒殊樹養成事業」と，県

有林の造林用苗木の生産事業（年40万本山出し）等を

行っている。

8．おわりに

当林業試験場は試験研究と林木育種，林業研修の3本

を柱として林業推進の一翼をになっているが，活力のあ

る健全な森林の造成と合理的な経営利用をはかるため，

今後とも試験研究に一層努力していく考えである。

（南部繁利・宮城県林業試験場造林経営部長）

10.熊本県林業研究指導所
一一L_－

1．はじめに

熊本県林業研究指導所が昭和37年3月に業務を開始

して以来，本県の林業技術開発とその普及に全力を傾注

して21年余の年月を経過したが，この間，関係者のご
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努力によって要員，施設ともに逐次充実強化され今日に

至っている。

現在の本館，研修センターおよび実験林等は県庁所在

地である熊本市内の立田山に位置し間近に国立の林業試

験場九州支場ならびに熊本大学をはじめ，近隣の西合志

町には九州林木育種場と研究，教育機関に恵まれた環境

の中でお互いに連携と協力を得ながら研究と普及に遡進

している。

本県のテクノポリスも暫時軌道に乗りつつあるが今

後，この関連で農林業の技術革新も進められていくこと

であり，この方針に向けてさらに検討努力をしていかな

ければならない。

2．組織と施設

3．各部研究の現状と課題

(1)研究部は，林業経営の近代化，活力のある森林を造

成するための技術開発等18項目について試験研究を行

っているが，なかでもマツクイムシ防止新技術およびシ

イタケの高度生雄技術の2項目については現在プロジェ

クト研究の成果の取りまとめに入っており，クヌギのし

いたけ原木林造成，スギの品種の特性を調べ林木の育種

改良にも力を注いでいる。

また，県下全体の森林の土壌についてはほとんど調査

が完了し，とくにヒノキ造林地が拡大され，これらの森

林が産地化されつつあるため，現在適地適施業の調査資

料も整備を進めている。

今後は儲かる‘林業の経営を確立するためにまた新しい

資源エネルギー等の開発利用を図ることから，林業分野

におけるバイオテクノロジーについて意欲的に取り組ま

ねばならないと考えている。

(2)指導調査部は，林業経営の高効率，高収量化等を目

指すために，必要な省力化機器を始めとする先端技術の

導入に積極的に取り組んでいくことが重要であり，この

ため伐出用小型林業機械器具の安全性の確保と合理的使

用技術および育林技術の体系化等に関する調査資料を整

備し，林業経営，使用機械の各種のプログラムを作成し

て技術相談に応じている。今後はとくに林業経営情報の

システム化をはかり，林業経営者に，迅速かつ適確な情

報が提供できるようにしたい。

また，当所の実験林は，林木の生理生態的特性につい

て調査するために，黒髪，清水,人吉市の3カ所に8.77

11aを管理しており，この地内で造林，保護の各種施業試

験を行って実証的に現地適応性について調査検討してい

る。

(3)研修部は，林業技術研修センターにおいて,昭和51

年度から林業後継者，林業従事者および林業指導者等を

対象として近代的な林業経営を行うために必要な各種林

業技術の知識および技術について研修教育を実施してい

る。

昭和59年度においては，林業労働者の量的減少と，

質的劣弱化に対応するため，関係機関と連携をはかり4

年目にはいる基幹林業作業士（グリーンマイスター）の

育成研修（延104日）も組み入れ，過去の実請を勘案検

討し研修の充実を図っている。受講資格は，林業に従事

している18歳以上の者で，県内に居住しているものを

対象とし，研修内容は大別すると次のとおりである。

，休業技術No.5091984|．8

組織

－庶務・会計全般

一県有財産・物品・生産物の出納管理

一所内事務の総合調確
|~総務課一2

究成果の技術的体系化

種資料の収集及び研究成果の広報

種展示普及施設圃場の経営管理

林の多目的利用に関する謝査研究

業相談

研
各
各
森
燕

一指導調査部一
7

－林業経営に関する研究

林木育種に関する研究

育林技術開発に関する研究

森林土壌肥料に関する研究

森林保護に関する研究

一特用林産に関する研究

所長一

次長

一研究部一

8

一鉢業技術一般研修識習

林業機械研修識習

一研修部一
3 緑化技術研修講習

一林業技術研修センター巡営

合計22名

（※施設等については次ページに掲げた）
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建物と土地

名 称 面稜（㎡）

所用地

本館

作業舎

昆虫飼育室

椎茸栽培(乾燥)舎

淵室(二棟）

環境湖節装澄

種苗貯蔵庫

磯械室その他

研修館

実習舎

運転実習場

苗畑

作業舎(二棟）

実験林

皿
麺
勿
釦
引
加
哩
巧
蛇
”
霜
”
哩
錘
だ

３
１
５
２
９
９
０

７
〃狸
１
角
＆
４
１

７

－林業後継者育成コース

ー林業従噸者育成コース

ー林業指導者育成コース

一線の教室コース

ー林業架線コース

一はい作業コース

ー車両系建設機械運転技能コース（3トン以上）

－フォークリフト運転技能コース（1トン以上）

一玉掛クレーン技能コース（1トン以上）

4．今後の課題

向を集約した研究テーマの選択の見直しを迫られてい

る。また研究によって解明された技術がすでに確立され

ているのに生産の現場で適用されない向きもあり，試験

研究成果の普及指導になおいっそう努めるとともに，今

日の新たな状況に関連して既成の技術を見直し多方面に

わたる技術開発が必要と思われる。

とくに熊本県においては，最も多く分布しているスギ

の品種の特性や，ヒノキの材質について，立地環境との

関連について既成の調査研究成果の見直しで，技術のシ

ステム化が今後の重要な課題であると考える。

（中島精之・熊本県林業研究指導所）

一般研修一

特別研修一

研究部門は林業研究指導所をより身近かなものとし

て，現場との結びつきを強化していくために，現場の意

林業教育問題検討中間報告書記
1．林業教育問題検討中間報告書I(小学校社会科教の頒布について
科書）

本書は，日本林学会の林業教育問題検討委員会が，2．同Ⅱ（中学校社会“地理的分野”の教科善）

小学校および中学校の社会科教科書の森林・林業関係3．同Ⅲ(海外諸国における森林・林業の初等教育）
の記述内容を詳しく検討し，また，初等教育関係での:l.lfdlV(初蝶教育課程での副読本）

副読本について検討を加え，その結果を別記のような※頒価：各部500円（送料別）
中間報告として取りまとめたものである。

叩込み先日木林学会〒102・東京都千代田区六番II1J7日林協別館電話03-261-2766

休業技術No.5091984.8
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第25話その3走りだしたら止まらなくなった
国有林の択伐天然更新施業への突進

このころ，静岡営林署（当時，官行造林箸からの

移行署，県一円所管，現在の同署は元御料林が主体）

に中山発郎という署長がおりました。盛岡高農の

明治39年卒でなかなか気骨があり造林には一家

言を持ち，後に大阪局管内でスギの挿木苗の研究

などで有名になる人ですが，それだけに平田の半

可通な指示を苦々しく思って，しばらくの辛抱だ

と適当に流していたところへ局長巡視がありまし

た。視察コースに2年生のマツの新植造林地があ

るのをどうしましょうかと部下が心配して相談に

来たとき，“前年の植栽だと言えばよいじゃない

か，なにわかりやせんよ”と気にもとめませんで

したが，平田もさるもの現地にさしかかると直接

人夫にただして2年生苗であることを知って烈火

のごとく怒り，直ちに山林局に上申して大阪局の

山崎署長に転勤させました。理由はともあれ，局

長の指示にそむいたとあれば，左遷ぐらいは仕方

がないとしても，非常識な指示の責任はだれが問

うのか，端的な構図はないようです。しかしなが

ら中山の転任後半年余で平田は休職となり，その

まま退官して弁護士になっております。．

さて，挿話が長くなりますが，この話の中山発

郎が山崎署長当時に若き日の近藤助が大阪局の

係員として同署管内の施業案編成にはいり，中山

の技術的識見に感銘を受けております。ところ

が，何事もよく納得のいく教示を受けた中でただ

一つ，“この択伐跡地にスギが更新するでしょう

か”という質問に対しては“さあどうだか”とし

か答えなかったといいます。

中山のような一家言のある技術者が，マツの1

弓

手束平三郎
（林政総合澗從研究""卿唯）

年生造林はともかくとして，択伐天然更新の実施

には組織至上の命題として取り組んだこと，しか

し必ずしも自信はなかったことを読みとることが

できるでありましょう。

早尾一太田ラインの対処方針の帰結

以上のような奔流的な施業動向に直面して，中

央ではどのように考え，かつどのように対処した

かは一つの重要なポイントでありますが，当時の

山林局の空気を察する資料として，昭和51年に

太田勇次郎遺稿集として刊行された『保続林業の

研究』という本があります。太田は既述の天然更

新予算の企画構想中に出発，昭和3年から5年に

かけてヨーロッパ林業視察のため出張しました

が，役目柄とくにドイツには1年半もとどまりま

した。そして，森林施業の実施状況について調査

した記録がその内容に含まれており，彼自身の所

見も加えられております。そしてその調査結果を

参考にするとすれば，当時のわが国の国有林の施

業動向については，慎重に再検討する必要がある

との結論しか導き出せないと思われるのでありま

す。私は一見して当然この部分は5年3月に帰朝

した太田の復命書となるべきものではなかった

か，なぜこれが半世紀近くを経て遺稿集の中に載

ることになったのかに大きな疑問をもちました。

この本が出たころ，たまたま私は『農林水産省百

年史』の編さんについて林業関係の主査を仰せつ

かっていて，なおご存命だった早尾丑麿先輩から

聴取せねばならない問題をいくつかかかえていた

ので，質問事項を整理して東京都中野区のお宅を

訪問したおりに，この点の疑問を持ち出してみま

ハ舎I

林業技術No.5091984.8



｜
｜

30

物語林政史

墨一両

緋、d

蕊：
懇塾1 －

’

太田勇治郎近藤助

太田勇治郎先生遺穂集刊行会編自著厩林とともに』より
『保続林業の研究』より（日本（木材工業新聞社刊）
林業調査会刊）

した。これに対して早尾先輩は“太田君はあれが

出せなかったんだ”とポツンと言われたきりで，

大体は一つの問いに対して，延々と話が尽きなく

て時間の調節に困るほどなのと大いに調子がちが

っているので，私もそれ以上はつっこむのをやめ

てしまいました。

しかし，太田帰朝後間もなくして1年余の転任

から山林局に復帰し，試験と施業の総括の役につ

いた早尾氏が，自分も数年前に見たドイツ国有林

等の施業の近況について，太田氏と話をかわさな

かったはずはないと思うのであります。

二人して長く本局を留守にしている間に，苦心

して作った天然更新予算は打ち切られ前後策も明

確でないままに，その地道なねらいはどこかへす

っ飛んで，組織をあげての天然更新汎行への奔流
とうとう

はもはや滑々たる大勢になってきた。今更事新し

くドイツの事例をたれにブレーキをかけてみたと

ころで，どうにもならないばかりか，不毛の責任
じゃっき

問題すら惹起しかねない。こうなったら一度は行

くとこまで行って結果を見るほか仕方がないとご

両人とも腹をきめた結果が，太田レポート棚上げ

の運命を決めたのではなかろうかというのが私の

推理であります。

更新に不安があるとはいえ，決して乱伐されて

いるわけではない。どうしても後継樹の発生と生

育が思わしくなければ補植併用を指導すること

材鍵技術No.5091984.8
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だ。生えてくるとかこないとか，今いくら議論し

てみてもきりがない。というようなことではなか

ったでしょうか。

1年半も遷延ののち，ようやく昭和6年10月

に至って天然更新予算打切の事態に対する前後措

置の局長通牒が出されていますが，ようするに，

経費は増額できないが，従来方針でやれ，照査を

きめ細かにして過伐をしないようにという指示な

のであります。こうして国有林の択伐天然更新施

業は，昭和11年の作業級の認定という手続上，

一般用材生産を目的とする森林のうち半ば以上に

適用されるまでに拡大したのであります。このこ

ろになりますと，和田国次郎業務部長（明治25年

林学士，前記の3年の林学会で批判的であった｡）の指

揮下で始めは非常に慎重であった御料林が施業規

程を改正して木曽のヒノキについてもこれを試み

るほどになりました。

不本意なフィナーレと教訓

ところが，このような大規模の技術的実践につ

いて，十分にその結果の成否を見定めることがで

きない事態が戦争のための増伐要請によって訪れ

てきたのは大きな悲劇でありました。すなわち，

昭和15年の「国有林産物増産方針｣,16年の「国

有林臨時植伐案」からついには"植抜き”で19年

の「決戦収穫案」にまで進行し，事実上施業計画

即伐採計画になってしまいます。さしもの岩崎準

次郎秋田局長も，技師の時代から10数年，営々

として築いてきた天然スギの択伐林型を，切下げ

と称する大経木の増伐によって壊さねばならない

ことについて決裁を求められた時，“やむを得な

い”とただ一言言ったきりだったそうで，その時

の寂し気な表情が忘れられないと，戦時中同局で

施業案担当だった岩野三門(故人，後札幌営林局長）

が語っております。

こうして，止めても止まらなかったこの施業を
●●

戦争が壊してしまい，戦後はつきがおちたように

もとの皆伐一斉造林にもどったわけです。この
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かわりみ

変身の早さもまた見過ごせない問題点であります

が，深追いする紙幅はありません。

ともかく，全体として-|-分に結果が見定められ

ないうちにこのような形の閉幕を迎えたので，技

術論としての評価はいまだに功罪相半ばしており

ますが，一口に言えば，考え方はよかったがやり

方に行き過ぎがあったというのが常識的な見方だ

と思われます。また，この当時の国有林の技術思

想が，同時代の民有林の施業にほとんど影響を与

えなかった点についても一考を要するものがあり

ます。ともあれ，多くの新|日技術者が，恒続林な

る新概念の日本における実像化の試みを通じて，

森林の生態についてより深く観察し，より熱心に

学び，造林技術について多元的視角を謎ったこと

は，近藤助の回顧談にまつまでもなく，今に引

き継がれている大きな遺産に違いありません。

ただ，現在でも何か新しい装いの方法が唱道さ

れると，とかく流行現象を生み，効能がそれほど
きく

でもないことがわかってくると，掬すべき要素ま

でもひっくるめて根っ子から捨て去って顧みない

風潮がなきにしもあらずであることについては大

きな戒めとなる歴史的教訓でありましょう。

（第25話終わり）

注1；中山発郎の大阪局時代の業縦に

ついては脇元裕胴「ある森林官の生涯を
追う」昭53．5月造林ニュース，大阪営

林局造林課がある。また，近藤は彼を著

書の中で気骨ある技術者と評している。

中山は昭和9年高等官3等1級となり広

島営林署長で退官，その後山ロ県の郷里

で村長を10年も勤めた。

注2：昭和6年の天然更新施業に関す

る局長通牒は「天然更新ニタイスル施業

計画竝之ガ実施二関スル件」10月27日
山代1303号である。

注3：早尾は昭和4年5月，技術者巡

動のことで入江局長の逆鱗（げきりん）

に触れて熊本営林局へ転任，後東京営林
局へ移り，5年6月山林局に復帰しだ

（第22,23話でも触れた)。

注4：早尾は「林政50年」の中にお

いて，もしこの予算が継続していたら，

高級森林官制度が実現しただろうと述懐

しているが，昭和5年山林局復帰後の国
有林の施業動向については何も語ってい

ない。太田は遺稿「保読林業の研究」に
おいて，“帰朝後は天然更新汎行の趣旨

達成に努めた云々”と言葉少なに書いて

いるのみである。ともに自分たちの天然

更新施業の講想と実態の進行状況にずれ

を生じたという要点については直裁に触
れてはいない。

注5：昭和32年12月号の｢林野通信」

に早尾・太田両氏の参加した「国有林O
B座談会」があり，その中で太田発言を

中心に天然更新が語られている。ややキ

レイ事に堕している態もあるが，子細に

見れば中央のたづなが効かなかった有様
だけは読み取れる。語られている年月等

は必ずしも正確ではない。
注6：参考文献「腿林行政史｣，「林

政50年｣，太田男次郎遺稿「保続林業の
研究」昭51，日本林業鯛査会,1･帝室林
野局50年史」昭14,帝室林野局，確

林技術の実行と成果」造林技術編纂会，

昭42，日本林業調査会，近藤助「森林

とともに」昭38,日本木材工業新聞社，
「大正昭和林業逸史｣，「日本の森林責
源」昭33，科学技術庁資源局，「日本の
造林百年史｣昭55,林政総合対策協議会
等である。

’

刊行のお知らせ

GreeeSurveyfromtheAir

空からはかる‘緑'，
監修中島巌

B5判,52頁カラー定価900円（〒共）

空中写真は今では，森林調査や経営管理の計画の

作成あるいは土地利用計画，緑化計画，環境アセス
メント等の埜礎黄料として，また実施計画の作成，
設計に欠かせないものとして，幅広く利用されてい

ます。さらに最近では人工術星による宇宙からの観

測技術も取り入れられて大きな成果をあげるように
なりました。

本書は，空中写真の理解と活用について，カラー
写真を多く取り入れ，目でみる教材として初心者に

もよく理解できるよう，編集されております。研修
・講習等のテキストとしてもご利用いただけます。

”■

X

の技術

溌
〔内容〕

森林を空からはかる

空中写真の知識

簡易な地図の作り方と各
種の測定

図化機による測鐙

写真図（写真地図）
空中写真の判読と利用※前月号でお知らせした中で一
リモートセンシング．人部の地域について定価900円

とすべきところを851)円と表
工衛星写真の利用 示しましたので訂正いたしま

す。

発行日本林業技術協会
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暗いお話が続きました。今月は8

月，ひと息入れさせていただきま

す。

さて，氷の良さを知るということ

は，なかなか困難なことです。大別

して，森林としての木，材木として

の木という二つの立場から，いろい

ろな方々がさまざまな論議をされて

いるようです。

ここではもっぱら後者の方から

－しかもやや，やぶにらみの形で

取り上げてみました。
きあじ

木味････．．“材の色や杢のあらわれ

具合が，何とも言われない良さだと

いうときに“木味”が良いという，

この味は舌で味わうものでなく，趣

味の味，渋味の味などと同じ使い方

をしているので，人さまざま，よい

木味ともなり，それほどにも感じな

い－ということにもなる”姓1）

このごろは，木味の良さがわかる

人も少ないようです。もっとも引用

の文章にもあるように，味の好みは

人さまざまで，かなり主観的なもの

ではあります。ただ，合理性や機能

性を理屈っぽく客観的に追求する現

代的風潮の中では，木味の良さとい

う特殊な考え方そのものが成立しな

くなったのは仕方無いことなのでし

ょう。

前にはよく“源平の天井板”なん

てのがありました。白太と赤味の入

交ったおもしろさを自然の木目の中
しょうがん

に発見し，賞翫する美意識は大した

ものです。紅，白が交じるから源平

という発想もおもしろいものでし

た。

杢目にしても，建築のあり方によ

って，おおらかさや，デリケートさ

を表現します。広間，小間，それぞ

れにバランスの取れた方法で，それ

こそ木味の良さを生かした造作等を

見るとほんとに楽しいものです。し

かし凝りすぎましても，ぜいたくさ

や姦華さの強調だけとなり，いやら

しくなります。さりげなく工夫し
●●

て，大した材質でなくても，木味の

良さを見せるところに施工者の腕の

良さや建築主の趣味の良さが出るよ

うです。
きどころ

木心一“木心は材質そのものに

関する言葉で，木心が良いと言え
●●●●●

ば，アテやよじれなどがない，すな
くさ

おな材のことである。節や腐れや割

れのように，誰にでも判定のつく欠

点の有る無しについては，木心が良

いとか悪いとかいう言莱は使わない

一「水心が良かったので柱に挽い

ても，長押をとっても，何でもござ

れで助かった」などと偶然にもよい

丸太に当たったのを喜ぶのである”

(注2）

「魚心あれば水心，気（木）心あ

れば花が咲く」一三文芝居風で調
｡｡●

子の良いせりふ廻しですが一木心

の木は気に通じますので，挽材の場

合などは,十分に注意しないと気に
入った良材を取ることができませ

ん。木取りという技術も所詮はそう

した気（木）心を感ずることを大切

にしたのでしょう。レーザー光線で

探って木心を知るなんてことはどう

いうことになるのでしょうか。

同じような使い方をする言葉に，

巷談「木場の今昔」
きあじきどころ

「フトコロ｣(懐）というのがありま

す。外見より中味が良いこと－つ

まりフトコロがきいて良い物が採材

できた－などと言う場合です。

木心といいフトコロといい，わか

らない外側から内容を見すかすこと

が，商売のこつなのでしょう。初対

面で相手の心を見抜けるなら，こん

な楽なことはありませんがそれには

長い修練と努力が必要です。

次は“木の色気”の話一と申し

ましても，桜は花がきれいだから色
かし

気がある，樫はごつごつしてるから

不粋だなどという“木”そのものに

対する批判ではありません。まずは

色そのもののお話です。

人によって，地方によって好みの

木はいろいろです。単純に木の色そ

のものだけを取って見ても好みには

千差万別の相違があります。

色好み－などと申しますと，ま

ことにおだやかではないのですが，

色香に迷い，好き，不好きが出るの

は，何も男女の中だけではありませ

ん。

おしなべて，まず関東は赤系統，

関西は白系統の木肌を好むというの

力淀説です。白っぽいモミの天井板

は関西でこそ売れますが，関東では

さっぱりです。「モミは棺桶の材料

じゃねえか」というのが江戸の人，
さん

「何言わはる，神様にそなえる“三
ぽう

方”はモミでつせ」というのは大阪

の人でした。

白くて光沢のある絵の建築が最高

だなどと申されますが，江戸町人や

その系譜をひく我々にとっては，徳

18.木味木心,木の色気
松本善治郎
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ません。良い嫁入り先を探すのあま

り，婚期を逸する娘と同じです。

また，逆に欠点も知り過ぎてしま

っても「あばたもえくぼ」だとは言

いにくくて，商売になりません。

「木場」には，それぞれの木につ

いて，実に詳しく知っておられる方

がおりました。お話を拝聴するのは

おもしろく，また，役に立つことも

あるのですが，実に微に入り細にわ

たりますので，いいかげんにしない

と大変です。この木はどの地方の木

で，特長はどうで欠点はどこ－ま
●●

でならいいのですが，このあての具

合では，どこの沢の南向き，曲りの

きついのは何メートル上に生えてる

云々までのご識釈となりますと，ど

うにもついて行けません。

商売上ではぞっこんほれて長く手

持ちしたり講釈ばっかりしてるより

浮気（木）で，さっと肩がわりした

ほうが，資本の回転も良いというわ

けです。

ことになりますからやめましょう。
ずき

"スギは「直」と「木」で幹が直立

して，すくすくと育つ木の意味であ

る”(注2）一そうですから，素直

なやさしい，淡紅色の杉が，“江戸

好み”であったと申し上げたほうが

無難かもしれません。
ころも

「お富士さん，霞の衣ぬがしやん
はだ

せ，雪の肌えが見とうござんす」

－蜀山人作といわれる狂歌です。

日本のシンボル富士山を美女にたと

え，雪の美を女の肌になぞらえたと

ころに何とも言えぬ，おおらかな色

気があります。しかし白い肌そのも

のではなく，その下にある，あたた

かいくれないの生気が感じられるか

らこそ，雪の白さに価値があるので

しょう。その証拠に富士山も，朝や

けの淡紅色－白い肌が一瞬ほんの

りと赤くなった時がいちばん色気が

あるとも申します。

赤いほうがいいだなんぞという木

肌の色気には，細かく言えばそんな

意味のデリケートさが要求されるの

です。もちろん決して桧に貴婦人の

冷たさを思わせる白さがあり，杉に

町娘のあたたかさを感ずる，ほのか

な紅味があるのだ－などと即断は

いたしません。しかし江戸町人にと

っていつでも見られ，そして手のと

どく所にある色気のほうが，うれし

かったことは事実でしょう。

しかし材木商売のほうでは，「木

の色気」にほれてはならぬ－とい

うのがジンクスです。

あまり“木”に詳しくなって，そ

の良さにほれこんでしまうと商売上

では困るのです。事実，気に入った

材木は売らねえ－じゃ商売になり

川時代，お城や武家の建築に使わ

れ，サムライ文化の象徴のように思

われた桧普請についてはどうもいさ

さか抵抗感があります。
・す重

「住いにやな，赤松普請（天然カ

ラマツ）や，目のつんだ，いつまで

も目がぼけない，吉野杉や近県の社

木（神社仏閣にある大きな杉）－

日光近辺のもののほうがいいんだ。

そんなんで作った座敷が落ち着ける

よ，桧はね水に強いからまず台所ま

わりに使うことだ。

もっとも近ごろらあ，世の中力§変

わってね，成り上がりの金持ちや，
にしもん

西者の高級官員さんなんざ，桧普請

が最高だなんて思ってやがる。白っ

ぽいのはそれこそ色気がねえんだ

よ」－私が昔深川木場の古老から

聞いた話です。

まあ，桧は高価なこともあり，建

てるのにもお金がかかりますので，
●●●●●●●●

この話，多少はゴマメのハギシリ的

な観もしないではありませんが，い

きとかいなせ，あだ，なさけの江戸

町人的イメージからすれば，白つぼ
ぷぱ

くて武張った桧造りより，杉のエレ

ガンスが尊ばれたのでしょう。“糸

柾”（板，柱などで木目が細かくま

っすぐ通った柾目）の造作，すっき

りした中杢の天井板，いきに面を取

った竿縁一一そんなのを見ると，良

い女に会ったように，私だってぞく

ぞくつとした江戸好みの色気を感ず

るのですが，もう今の人に，こんな

センスはないでしょう。

こうした木色の好みにはまた，長

年の武士階級に対する江戸町人の反

権力思想をも，うかがうことができ

る－などと言ったんじゃ野暮な

奮靜'1
rー

１
１
１
１
１I

完

番幸宅

中木場

木場町の道路は中木場から下木場へ通
じて9尺幅で，飽井橘の橘幅は犬走り

までが6尺で真の通路は5尺に足らぬ

狭い橘であった。

〔注1〕〔注2〕「木場ことば集」宮原省

久氏編，東京木材市場(株)発行,P･134,
135より要約

〔注3〕「木の名’草の名｣近藤浩文著，
保育社発行カラープックス,No.509,
P、9
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も
使
い
み
ち
が
な
く
、
つ
ま
り
無
益
な
殺
生
を
し
な
い

で
す
ん
だ
わ
け
だ
。

さ
て
、
そ
の
近
く
に
崩
れ
た
窯
跡
が
あ
っ
た
。
昭
和

十
八
年
、
父
親
が
シ
ブ
ケ
を
買
っ
て
最
初
に
築
い
た
窯

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
丘
を
廻
っ
て
四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

行
っ
た
所
に
も
窯
跡
が
あ
り
、
さ
ら
に
三
百
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
向
こ
う
に
三
つ
め
の
窯
跡
が
あ
っ
た
。
ど
れ
も

γ
ん
え
も
ん

父
親
の
源
右
衛
門
が
自
分
の
手
で
工
事
を
し
て
こ
し
ら

え
た
も
の
だ
。

三
つ
の
窯
は
、
と
も
に
天
井
が
落
ち
、
胴
積
み
の
石

垣
の
入
口
付
近
は
崩
れ
て
い
る
も
の
の
、
三
十
余
年
の

歳
月
を
経
た
に
し
て
は
、
比
較
的
に
原
型
を
と
ど
め
て

い
る
ほ
う
で
あ
る
。
な
だ
ら
か
な
斜
面
に
場
所
を
僻
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

飼犬に追われて狐がijの前に逃げてきた（画・餓者）

と
こ
ろ
で
三
番
目
の
窯
は
源
右
術
門
が
所
有
し
て
い

た
も
の
の
、
そ
こ
で
実
際
に
炭
を
焼
い
た
の
は
、
母
の

い
ま
な
か
か
ず
お

兄
で
つ
ま
り
私
の
伯
父
に
あ
た
る
今
中
一
夫
と
い
う
人

物
だ
っ
た
。
た
し
か
昭
和
二
十
三
年
シ
ベ
リ
ア
の
抑
留

か
ら
引
揚
げ
た
伯
父
は
、
す
ぐ
さ
ま
妹
と
義
兄
を
頼
っ

て
来
て
、
そ
こ
で
焼
き
子
に
な
っ
た
の
だ
。

焼
き
子
と
い
う
の
は
、
出
資
者
つ
ま
り
親
方
の
窯
に

伽
わ
れ
た
労
働
者
の
こ
と
で
あ
る
。

炭
を
焼
く
に
も
相
当
な
資
金
を
要
す
為
。
そ
の
鐙
大

や
裡
七

は
山
手
（
原
木
代
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
炭
の
売
上
げ
の

三
割
前
後
を
占
め
、
し
か
も
契
約
と
同
時
に
ま
と
め
て

支
払
う
ケ
ー
ス
が
多
い
。
つ
ぎ
に
山
に
入
っ
て
小
屋
を

建
て
、
窯
を
描
築
す
る
た
め
の
道
具
や
資
材
も
必
要
で

あ
る
。
ま
た
製
品
が
カ
ネ
に
な
る
ま
で
に
は
二
カ
月
は

か
か
り
、
あ
い
だ
の
家
族
の
生
活
費
も
用
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
資
金
の
な
い
者
は
、
問
屋
か
ら
山
手
や
生
活
費

、
、
、

を
借
り
た
。
そ
れ
を
仕
込
み
と
い
っ
て
、
製
品
で
も
っ

て
返
済
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
製
品

を
ほ
か
へ
売
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

だ
が
仕
込
み
を
受
け
る
場
合
で
も
、
や
は
り
い
く
ら

か
の
自
己
資
金
や
、
個
人
的
な
信
用
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
れ
さ
え
も
持
た
な
い
者
は
焼
き
子
と
な
っ
た
のすみ

で
あ
る
。
い
つ
ぽ
う
盗
本
力
の
あ
る
者
は
、
広
大
な
炭

や
室山
を
買
占
め
、
そ
こ
に
大
勢
の
焼
き
子
を
入
れ
た
。
山

は
も
と
よ
り
小
屋
も
窯
も
道
具
も
、
ま
た
と
き
に
は
茄

団
や
食
器
ま
で
も
用
意
さ
れ
た
。
製
品
は
も
ち
ろ
ん
親

方
の
所
有
で
、
焼
き
子
は
親
方
に
全
生
活
を
委
ね
な
が

ら
、
日
給
ま
た
は
一
俵
に
つ
き
い
く
ら
と
い
う
、
賃
焼

き
で
も
っ
て
働
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
源
右
衛
門
は
、
そ
の
こ
ろ
問
屋
（
農
協
）

の
仕
込
み
も
利
用
し
な
が
ら
の
、
自
営
の
炭
焼
き
で
あ

っ
た
。
彼
は
す
こ
ぶ
る
働
き
者
で
、
ふ
つ
う
は
一
つ
の

窯
を
焼
く
だ
け
で
も
手
が
一
杯
な
の
に
、
か
た
わ
ら
つ

ぎ
の
山
に
窯
を
築
い
た
。
ま
た
シ
ブ
ケ
だ
け
で
も
一
人

で
は
広
過
ぎ
る
の
に
、
そ
の
ほ
か
に
も
何
カ
所
か
に
炭

山
を
手
に
入
れ
て
い
た
。
炭
は
い
く
ら
で
も
売
れ
る
時

代
だ
っ
た
か
ら
、
事
業
の
拡
大
を
狙
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
敗
戦
に
よ
る
引
揚
者
を
焼
き
子
に
蹄
う
と
い
う
こ

と
も
、
勘
定
に
入
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

源
右
衛
門
は
ま
た
こ
の
村
に
住
み
つ
い
て
数
年
の
あ

い
だ
に
、
世
間
づ
き
あ
い
に
も
鞘
を
出
し
、
村
会
議
員

や
区
長
を
つ
と
め
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。

伯
父
・
今
中
一
夫
は
ひ
と
ま
ず
シ
プ
ケ
の
三
番
目
の

窯
の
そ
ば
の
小
屋
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
小
柄
で

温
和
な
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
私
の
母
・
好
子
の
異
父

兄
で
大
正
五
年
の
生
ま
れ
だ
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
二
十

五
、
六
歳
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

痩
せ
て
眼
の
大
き
な
伯
母
の
シ
ゲ
子
も
い
っ
し
ょ
だ

っ
た
。
伯
母
は
い
っ
そ
う
温
和
し
く
口
数
の
少
な
い
女

だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
な
り
耳
が
不
自
由
な
せ
い
も
あ

っ
た
。

と
み
さ
と

二
人
は
野
中
川
の
下
流
の
富
里
村
（
現
・
大
塔
村
）

の
出
身
で
、
満
州
（
中
国
東
北
部
）
へ
開
拓
民
と
し
て

渡
り
、
そ
こ
で
知
合
っ
て
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
と
い

う
。
だ
が
や
が
て
一
夫
は
現
地
で
徴
兵
さ
れ
て
別
れ
、

そ
れ
か
ら
敗
戦
を
迎
え
た
。
シ
ゲ
子
は
一
足
先
に
引
揚

げ
た
が
、
一
夫
は
ソ
連
軍
の
捕
幽
と
な
っ
て
シ
ベ
リ
ア

に
約
三
年
間
抑
留
さ
れ
た
。

シ
ブ
ヶ
の
炭
焼
小
屋
は
、
夫
婦
が
再
会
し
て
の
、
新

し
い
人
生
の
出
発
点
だ
っ
た
の
だ
。
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シ
ブ
ヶ
、
と
い
う
所
は
大
し
た
深
山
で
は
な
い
。
百

の
な
か

戸
ほ
ど
の
家
々
が
点
在
す
る
こ
の
野
中
（
和
歌
山
県
中

辺
路
町
）
の
里
か
ら
、
川
し
も
に
向
か
っ
て
左
の
標
高

七
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
並
み
の
、
中
腹
か
ら
上
部
の

一
帯
を
そ
う
呼
ん
で
い
る
。
面
職
に
し
て
二
十
ヘ
ク
タ

ー
ル
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
十
八
年
、
そ
れ
ま
で
渡
り
の
炭
焼
き
だ
っ
た
私

の
父
母
が
、
は
じ
め
て
田
畑
つ
き
の
住
居
を
手
に
入
れ

お
き
だ
い
ら

た
沖
平
は
、
シ
ブ
ヶ
の
麓
か
ら
野
中
川
を
は
さ
ん
だ
川

向
か
い
に
あ
る
。
だ
か
ら
山
の
中
腹
か
ら
は
、
川
近
い

小
盆
地
に
あ
る
一
軒
家
（
沖
平
か
ら
下
流
十
キ
ロ
の
あ

い
だ
は
も
う
家
が
な
か
っ
た
）
と
、
ま
わ
り
の
一
町
足

ら
ず
の
田
畑
の
た
た
ず
ま
い
が
見
え
た
。
ま
た
沖
平
か

ら
見
上
げ
る
と
、
斜
め
向
か
い
の
山
に
立
ち
昇
る
炭
窯

の
煙
が
眼
に
と
ま
っ
た
。
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
を
は
さ

ん
だ
数
年
間
、
父
母
は
百
姓
の
か
た
わ
ら
そ
こ
で
炭
を

焼
い
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
一
日
、
私
は
久
し

ぶ
り
で
シ
プ
ケ
を
訪
れ
た
。
沖
平
で
暮
ら
し
て
い
た
こ

ろ
に
は
、
細
い
山
道
を
里
へ
か
よ
っ
た
も
の
だ
が
、
い

ま
で
は
野
中
川
沿
い
に
林
道
が
通
じ
て
い
る
。
私
は
そ

山
峡
の
譜

シ
ブ
ヶ
下
最
後
の
焼
き
子

あ
か

こ
を
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
赤
犬
の
モ
コ
を
乗
せ
て
行
き
、
赤

た

ン
田
橋
を
渡
っ
た
所
に
束
を
世
い
た
。

あ
た
り
は
あ
る
建
設
会
社
の
私
有
林
で
、
三
十
年
生

ぐ
ら
い
の
桧
林
が
き
れ
い
に
枝
打
ち
さ
れ
て
嫌
え
て
い

る
。
シ
ブ
ヶ
ヘ
の
道
は
そ
の
木
立
ち
の
中
を
斜
め
に
盗

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
端
に
は
白
や
桃
色
の
山
百
合

（
サ
サ
ュ
リ
）
の
花
や
蕾
が
垂
下
が
り
、
草
木
の
宵
蕊

と
と
も
に
露
に
濡
れ
て
い
た
。
い
ま
紀
伊
半
偽
は
梅
雨

の
其
っ
最
中
で
、
刺
か
ら
よ
う
や
く
降
り
や
ん
だ
合
間

を
見
て
の
山
行
き
で
あ
っ
た
。

道
は
四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
斜
め
に
登
る
と
、
そ
こ

か
ら
は
山
腹
を
横
に
巻
い
て
い
る
。
山
の
地
形
そ
の
も

の
が
比
較
的
な
だ
ら
か
だ
が
、
道
も
や
や
広
く
て
、
長

０

い
あ
い
だ
踏
固
め
ら
れ
て
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ

る
。
里
に
近
い
こ
と
か
ら
、
付
近
の
山
は
木
材
の
ほ
か

薪
や
炭
を
取
っ
て
、
幾
百
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
利

用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
．
ま
た
道
の
勾
配
が
一
定
し

ざ
ん
芝

て
い
る
の
は
、
か
つ
て
木
馬
を
使
っ
た
運
搬
が
な
さ
れ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

や
が
て
檜
林
は
十
数
年
生
と
若
く
な
り
、
こ
こ
か
ら

の
シ
ブ
ケ
の
一
帯
は
、
地
元
の
共
有
で
あ
る
。
炭
を
焼

宇
江
敏

勝 (上）

い
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
埠
奉
の
取
得
権
だ
け
を
期
限
つ

き
で
買
い
、
伐
採
さ
れ
た
跡
地
は
ま
た
持
主
に
戻
さ
れ

て
植
林
が
行
わ
れ
た
の
だ
。
か
つ
て
は
山
腹
か
ら
眺
め

る
こ
と
の
で
き
た
沖
平
も
、
今
は
樹
木
に
遮
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
沖
平
も
、
昭
和
三
十
九
年
ご
ろ
私
ど
も
が
も

っ
と
便
利
な
里
へ
去
っ
て
か
ら
、
田
や
畑
に
も
木
を
植

え
、
や
が
て
家
も
朽
ち
て
し
ま
っ
た
。
野
中
川
を
は
さ

む
両
岸
の
山
々
も
、
戦
後
の
三
十
余
年
間
に
こ
と
ご
と

く
杉
と
櫓
の
森
林
に
変
貌
し
た
の
だ
。

ふ
と
道
の
上
の
ほ
う
か
ら
、
繁
み
を
踏
み
し
だ
く
音

が
し
た
。
モ
コ
だ
ろ
う
か
、
と
見
や
る
と
、
狸
が
と
こ

と
こ
と
駈
け
下
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
モ
コ
に
追
わ
れ

て
逃
げ
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
狸
は
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

近
く
で
私
の
顔
を
見
て
足
を
止
め
、
次
の
瞬
間
、
か
た

わ
ら
の
羊
歯
の
繁
み
へ
飛
び
込
ん
で
姿
を
隠
し
た
。
音

も
た
て
ず
、
じ
っ
と
身
を
ひ
そ
砂
て
い
る
様
子
だ
。

一
分
間
ほ
ど
し
て
上
の
ほ
う
に
赤
毛
の
モ
コ
の
姿
が

見
え
た
。
犬
は
狸
の
跡
を
嗅
い
で
右
往
左
往
し
な
が
ら

近
づ
い
て
来
る
。
こ
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
に
、
早
く
来

ん
か
い
な
、
と
私
は
叱
略
し
て
や
り
た
い
気
持
だ
。
や

っ
と
羊
歯
の
付
近
ま
で
や
っ
て
来
た
。
さ
て
、
狸
の
対

応
や
い
か
に
、
と
見
て
い
る
と
、
そ
い
つ
は
モ
コ
に
攻

撃
さ
れ
る
寸
前
、
ぱ
っ
と
羊
歯
む
ら
か
ら
脱
出
し
、
下

方
に
向
か
っ
て
一
目
散
に
走
っ
た
。
そ
こ
に
狸
物
の
い

る
こ
と
を
予
期
し
な
か
っ
た
犬
は
、
一
瞬
あ
っ
け
に
と

ら
れ
、
狸
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く

吠
え
た
て
て
追
い
か
け
る
始
末
で
あ
る
。

ま
ん
ま
と
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
そ
れ
も

結
構
と
い
う
気
持
で
あ
る
。
野
生
動
物
を
捕
獲
す
る
こ

と
に
は
昂
奮
を
覚
え
る
も
の
の
、
夏
の
狸
は
肉
や
毛
皮
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農材鶚

林野庁本庁組織の再編成

林野庁の本庁組織が，7月1日，

再編成された。

これは，国有林野事業の責任体制

の明確化と経営の効率化を図るとと

もに林政力:当面している課題に適確

に対処しうるよう行われたものであ

俳野庁本庁組織〈現行）『－－壱林野庁本庁組織（再翫後）

圃躍ヨ唖【凡例】
F1g国有林薙営部門

駕只駕裟一鶴

溌蕊灘蕊驚蕊蕊瀧灘議蕊

山村の動向

山村地域（｢山村振興法」に基づ

く振興山村区域）は，その面積では

国土の47影，林野面積では全体の

61％を占めている。しかし，人口に

ついてみると総人口のわずか5％を

占めるにすぎず，しかも45歳以上

振興山村関係指標

(長官>一(次畏）

厩勇蕊罰

の人口の割合が全国に比べて高くな

っているなど人口構成は中高齢化し

ている。

このような中で，山村地域はわが

国の木材生産，しいたけ生産等の林

業生産にかかわる分野において主要

な位置を占め，国内の林業生産活動

の中心となっている。

しかしながら，近年における林業

674

、

るが，再編成の具体的な内容は次の

とおりである。

①これまで林政部・指導部におい

て行われてきた国有林野事業職員の

人事，国有林野の管理・処分，国有

林野の経営計画に関する事務を国有

林経営部門において行わせることと

するなど国有林経営部門と林政部門

の区分を明確にする。

②国有林野事業の経営体制を強化

するため，現行の職員部・業務部

を，国有林野事業の管理面を担当す

る管理部と業務実行面を担当する業

務部とに再編成し，管理部において

は，ア．人事・経理・監査等の庶務

的事務を担当する管理課，イ．労働

組合との対応および給与その他労働

条件に関する事務を担当する職員

課，ウ．職員の福利厚生事務を担当

する厚生課を，また，業務部におい

ては，エ．国有林野経営の企画・計

生産活動は停滞の度を深めており，

これらが山村地域社会の停滞の大き

な要因となっている。このような林

業生産活動に象徴される山村の現状

は，多くの森林の適正な管理を困難

にし，森林の公益的機能の発揮の面

にも支障を及ぼすことが懸念され

る。

こうしたことから,山村の活性化

～

65歳以上

45～64

30～44

15～29

山村（振興山村）人口

の推移

国土面積(=Fha)

林野面職(¥ha)

人口（千人）

45歳以上の人口の全
体に占める割合(％）

論§有林?繩）
保安林面積(¥ha)

全国㈲

37，771

25，279

117,060

30．8

7，4”

7，265

振興山村佃)G)/(A)(%)

17,87047

15,33561

5，2745

42．7

4,19956

3，89854

資料：国土庁｢山村カード調査｣，55年国勢調査,林野庁業務資料
注：振興山村関係指標は55年現在の数値である

万人

600‐

500‐

400‐

300-

200‐

100‐ 蕊、
蕊 蕊~灘'5歳未満営鱸f庁｢山村”ー

40455055年

◆
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空
二
二
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一
三
三
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三
三
二
三
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三
三
三
三
一
三
三
三
二
三

Ｉ

画を担当する経営企画課，オ．木

材等の生産・販売およびそのため

の埜盤整備を担当する業務第一

課，力．国有林野の活用その他国

有林野の管理・処分を担当する業

務第二課を配置する。

③国有林経営組織の簡素合理化

を図るため，1課を削減するとと

もに，班・係の再編整理，国有林

野の本庁定員30人の削減を行う。

④また，林野行政が当面する各

諏の課題に適切に対応するととも

に事務の効率化を図る見地から，

林政部門において木材流通対策を

強化するための木材流通対策室の

設霞をはじめ，地域林業，森林開

発公団，国際協力および林野資料

館に関する事務について再編成を

行う。

畠

１
１

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
》
』
一
一
・
［
一
一
］
一
一
一
』
一
一
圭
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
戸
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
事
一
一
一
一
】
】
一
一
一
一
一
】
一
一
｝
｜
『
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
『
室
一
一
一
一
一

福井市内より文珠山を望む

三

中冒林政拾遣抄
＝・

言
＝

三

三筆者の学んだ旧制福井中学校(現
三

冒在の藤島高等学校）に約21'aの学校
目

言林があり，毎年かかさず生徒の手に
＝

言よって下刈りや枝打ちの作業が続け
＝

言られていた｡福井市からさほど遠く
＝
弓

冒ない文珠山の北斜面にある植林地
呂

冒で’大正天皇の即位記念としてス
ー

言ギ’ヒノキ約2万本が植えられてい
＝

言た･地元ではこの山を今でも「中学
＝

＝

冒山」と呼んでいる。
＝

三

冒文珠山は福井平野のほぼ西端にあ
＝

号る小高い(350m)独立峰で，養老
＝

言元年(717)泰澄大師が文珠菩薩の奇
＝

冒瑞を感じて大唐五台の罪をここに移
＝

冒し，文珠支利菩薩の像を刻んで本尊
冒

冒にまつったと『文珠山略縁起』では述

胃べている○文珠信仰は地蔵信仰,観音
自
冒信仰として広まり，その信仰の中心
＝

言として文珠山は｢南越の小富士｣(弘
二

冒法大師の命名という)と尊崇され，
＝・ りょうどんじ

冒麓の五台山糯厳寺は，足利尊氏，朝
＝

冒倉貞影，義景の祈願所として栄えた
＝

言といわれる。こうした由緒ある霊山
＝

＝

言ではあるが，利用は古くから続けら
＝

三

言れており，地元村の人たちはスギや
巨

信ヒノキを植え，柴を刈り，炭を焼い
:＝

学 山
ていた･この山の一角に中学山が設

けられたのである。

中学山をつくるに際し，財団法人

福井中学学林会が組織され，同窓会

から資金の寄付を受けた。収益は母

校の教育奨励費にあてることとされ

た。中学校から文珠山まで筆者も友

人たちと歩き,200mぐらいを登っ

て植林地へ行った。照りつける日ざ

しの中で流した汗をさわやかな風が

吹きとばした快よさ，落とした枝を

束ねて担ぎ，中学校まで運んだ時の

くいこむような痛さ，遠い思い出は

尽きない。

こうしてつくられた中学山であっ

たが，戦後の学制改革で中学校，女

学校，工業学校が合併して一つの高

等学校になる直前，中学山は地代分

（20％）を残して伐られ（昭和22

年)，収益は福井中学校の同窓会基

金に組み入れられた。伐採木はまだ

32年生のこれからの木であった。

戦後の学制改革は各地で学校林に多

くの影響を与えたが，この中学山も

その一つである。

（筒井迪夫）
ⅡⅡⅡIⅡ11ⅢⅡⅡⅡⅡⅢⅢⅡ【】11111ⅡⅡⅡⅡlIUIIⅡUIHⅡ111ⅡⅡIⅡ，，,IⅡⅡⅢIⅡ,Ⅱ,ⅡⅡ，

を図り森林のもつ公益的機能の発揮

を確保していくことは，重要な課題

となっている。

今日，林業の振興を図っていくに

当たっては，造林，伐採から木材の

流通・加工に至るまでの各部門を有

機的に関連づけ，一体的にその振興

を図ろ地域林業の形成・推進が重要

であり，また，これらの形成・推進

に当たって，地域住民の所得の向

上，定住条件の整備など幅広い視点

からの地域対策への取り組みが重要

となっている。

また，分収育林を活用した国民参

加による森林づくりなど都市と山村

の交流を積極的に進め，森林・林業

に対する国民の理解と協力を深める

ことも重要になっている。

弓Ⅲ冊Ⅲ,01,UUII皿III1I皿皿'皿』Ⅲ】』ⅡⅡ'01011【'皿IIII1IIIIu1Ⅲ】ⅡⅢIlIⅡ11ⅡIⅡQⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡIⅡIⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡlⅡⅡⅡⅢUⅡI'ⅡⅢⅡIⅢIⅢⅡ'ⅡⅡIⅡⅢⅡIⅡI
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｢木の柱・その2」
犬山市にある明治村の1号地区と

6号地区に，いずれも京都市内から

移築されたキリスト教会堂が建って

いる。聖ザビエル天主堂（明治23

年建）と聖ヨハネ教会堂（明治40

年建・国重要文化財指定）の建物で

聖ザビエル天主堂の礼拝堂

眉跡棚1

林業薬剤協会編箸

改訂

林業薬剤便覧
（株)別文

〒101束京都荒川区西尾久7-12-16

（獄03-893-3692）

昭和59年3月1日発行

B6判,219頁

定価2,700円（〒250円）

林業技術No.5091984.8

ある。

聖ザビエル天主堂は外壁が煉瓦造

り白塗りで，内部は高天井の礼拝堂

であり，聖ヨハネ教会堂はアメリカ

人J・M・ガーデナーの設計による

赤煉瓦造りで，1階が幼稚園に使わ

れ2階が礼拝堂であり，礼拝堂は聖

ザビエル天主堂と同じ様式になって

いる。

聖ザビエル天主堂の内部は，ゴシ

ック様式でステンドグラスがはまっ

林業薬剤と銘うって出版された図

書をさかのぼってみると，昭和47

年，林野庁監修・林業薬剤協会発行

になるr林業薬剤使用の手引』がそ

のはしりであろう。この本の内容

は，害虫・病害・雑草などの生態や

診断法が中心であり，薬剤の記述は

どちらかというと付随的であった。

その後54年に発行された林野庁

監修・林業薬剤協会編集『林業薬剤

の知識』（スリーエム研究会）は，

林業薬剤の沿革と現状，林業薬剤の

安全性，使い方などが，数多くのデ

ータをいれて記述されており，農薬

に対する広蝿にして詳細な一般的知

識を得るためには優れた図書であ

た窓が美しく，入口から中央奥にあ

る祭壇の両端に向かって左右に並ぶ

木柱列は，堂内部の椛成の主格にな

っている。

‐木柱は12本の小丸太（直径15～

20cmぐらい）を寄せて1本の大円

柱に造られ，壁に接するものを除き

左右に5本ずつ堂々と大礼拝堂を支

えるように並んで立っている。左右

に並ぶ大円柱列の間は高天井の大空

間を構成し，柱列と内壁の間は，中

央高天井より’階低い天井で，外観

は張り出した1階の屋根のように見

える。

柱高は中央高天井側を除きすべて

約3mで，内壁側にも大円柱と対に

柱がある。

1柱頭からそれぞれ6本の弧型の

町』

木柱のある住宅モデル

デザイン・離築設計滝沢隆

鰊無断利用）

る。

ここに紹介する『林業薬剤便覧』

は,54年に発行された同書をもとに

して，今回大幅な改訂を施され出版

されたものである。本瞥は_上記の2

書と異なり，便覧の名にふさわし

く，林業薬剤として登録されている

殺虫剤．殺菌剤・殺そ剤・忌避剤．

除草剤．植物成長調節剤を，商品名

ごとに有効成分風，人畜・魚毒性,

適用病害虫獣草，使用時期・方法・

量，包装などを一覧表にしたものが

主な内容である。そのほかに，各農

薬ごとの特性，農薬の一般的知職が

簡単に触れられている。

初版と連う点は，病虫獣草ごとの



梁が噴水状に出て他の弧型の梁と

交わり’内壁と柱列の間の低い天

井部分を構成している。大円柱の

うち中央高天井側の3本の小丸太

は’組になって約6mと高く，そ

の各柱頭からもそれぞれ6本の弧

型梁が噴水状に出て，堂の最高部

で交わり美しい曲線の重なる高天

井を造り出している。

聖ザビエル天主堂の内部は，，0

本の大円柱から発出した木の柱と

梁による幾何学的線で織成されて

おり，大円柱を内部椛成上の主格

といったのは，このような椛造的

位置づけの表現である。そして，

大円柱列のみごとな姿は礼拝堂に

ふさわしい荘重な静境を現出して

おり，木材利用に対する先人の高

い技術水準と優れた美的感覚に，

専ら敬服するだけである。さら

に，この大円柱が小丸太を寄せて

造られていることは，間伐材利用

面に大きな示唆を与えるものであ

り，前回の旧安田銀行会津支店の

事例と合わせて「水柱の美」を再

認識するとともに，木材による住

宅造りの新分野開拓の可能性は，

なお広大であると考えるのであ

る。

使用薬剤の索引力港初に目次として

掲げられ，また薬剤の商品名ごとの

索引が巻末につけられたため大変使

いやすくなっているほか，メーカー

名が明瞭にわかるようになってい

る。

このように本普の特長は，薬剤の

中味・使い方が商品名ごとにわかる

ことであり，林業薬剤を使用する現

場の人々にとって欠かせない伴侶で

あると信ずる。

（林業試験場昆虫科長・小林富士雄）
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仰r司言言励

｢知識｣と｢技術｣および｢学術」

林学が実学，すなわち実践実証科

学であることは言うまでもないが，

さらに大切なことは，日水林学の拠

って立つところの基樅は，林業技術

大衆現場，いい替えれば近年のひど

い不況の中で山を守り，営々として

林業に取り組んでいる国民大衆の汗

と涙が惨み込んだ「山岳林業の大

土山でなければならないと思う。

私は世にいわれる伐出機械作業屋

の一人であるが，このころ，私共の

畑では，大衆に対し技術教育指導の

任に当たるべき研究者やお役人な

ど，俗に先生などと呼ばれることの

ある人たちが，林業現場で苦'勘して

いる大衆を見捨てて，雲の上の別世

界へ脱出浮上しつつあるように見え

ることを深く悲しむものである。

技術指導の教科書や参考書，例え

ばチェーンソー鋸匁の研磨指導書，

集材機作業索張り方式図説，架線作

業技術者教本，農林高校向けの教科

書などには，重大な誤りや適切を欠

いた記述が多く，また，官庁などの

公的機関では，お粗末な試作擬械や

幼稚な技術試行報告に対し，いいか

げんな評価をおこなって，○○賞な

どと称する表彰を乱発し，その結

果，欠陥磯械や誤った技術を大衆に

押しつけることになった例も少なく

はない。

私はおりにふれてそれらの問題を

指摘し,改善を呼びかけて来たが,一

向に修正の動きは見られなかった。

雲の上では「技術」および「学術」

と，それらに関する単なる「知識」

というものについての理解評価にか

なりの混乱があるように思われる。

そこで次に私の考え方に沿って，こ

の三者についてのオリエンテーショ

ンを試みることにいたしたい。

まず前述の日本山岳林業現場の基

樅に原点を設け，基盤面上の原点に
わざ

おいて直交する「知識」と肢」の

二つの座標軸を設定すれば，健全な

「技術」は双方の軸の間にバランス

を取りながら面積的（二次元的）に

生長するものと考えたい。耳学問的

傭報の犠械的な記憶にすぎない「知

識」にばかり偏し，あるいは独善的
わざ

な「技」のみに執着した一次元的な

生長では，これからの日本林業を支

えることはできない。また，二次元

的なひろがりを持った林業技術をふ

まえることによってはじめて虚実混

交の情報を取捨選択整理し，あるい
わざがん

は天狗の技の真贋を見抜いて正当な

評価ができるようになるのである。

なお，ここで一言つけ加えておき

たいことは，一次元の｢知識｣，およ

び二次元の「技術」の範囲までは，

先行既存のお手本や教師などが存在

するということである。

お手本の無い革新的技術の開拓研

究や，全く新しい林業機械類の先頭

開発などは，先述の林業技術基盤の

原点から垂直に立ち上る第三軸，す

なわち私のいわゆる「学」の軸を加

えた第三次元的，いいかえれば畔

術」的生長として評価されるもの

で，林学のような実学分野で｢学術」

の健全な上長生長を発展させるため

には，基盤の土壌に「林業技術」の

根がしっかりと張りめぐらされてい

なくてはならない。

(E.ヴォルフ）

（この柵は編集委員が担当しています）

林業技術No.5091984.8
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樹木根系による斜面安定化機構

国立・林試陶山正憲

治山29－3

1984年6月p.4～10

山崩れ，がけ崩れ，土石流などの

災害が発生すると，その原因が森林

の乱伐にあるのではないかとの論議

がなされてきた。一般に“森林の伐

採がどの程度その災害の原因となっ

ているか”という疑問であり，これ

についての回答はほとんど与えられ

ていない。多くの試験研究や論議の

結果，森林の崩壊阻止能力には，あ

る限界のあることは認められたが，

その限界はまだ具体的には示されて

いない。ここではその一環として，

表記の課題について研究の動向が述

べられている。

まず，斜面崩壊の本質を理解し，

崩壊ポテンシャルが危険域に接近し

ている地点を糖度よく判定すること

の必要性を説き，森林の有する崩壊

抑止機能の発現に，最もかかわりの

深いのが樹根系であり，そのかかわ

りの磯椛を解明するために，根系に

対する工学的な評価が必要であると

している。

以下，伐根抵抗力による土壌緊縛

力の推定，根系による繊維補強作用

と土のせん断強度の増加，根系の抗

張力による斜面安定度の評価につい

て考察し，土層の単位断面当たりの

総引張強庇は，根系による斜面の安

定度を評価するための指標として最

適であり，その適用も十分可能であ

るとしている。

林業技術No.5091984.8

木質材料の接着性能と内部応力

静大農斉藤藤一ほか

木材工業No.448

1984年7月p.26～29

最近，水性ビニルウレタン，イソ

シアネート等の新しい樹脂が木質材

料用接着剤として用いられ，高い接

着性能が注目されている。この試験

では，各種接着剤を用いて製造した

カポール合板,LVL(Laminated

VeneerLumber)の水分繰返し条

件下の接着性能を板面に垂直な引っ

張り強度で判定し，木質材料の接着

性能に及ぼす内部応力の影響を考察

した。

その結果，

(1)水分繰返し処理で，合板はLV

Lよりも大きな厚さ膨張を示し，ま

た，合板の長さ方向の寸度変化幅は

繰返しサイクル数とともに増大し

た。

(2)合板はLVLに比べて，接着力

が大幅に減少した。

(3)隣接単板の膨張，収縮差に起因

する内部応力は接着届の寸度変化よ

りも，大きな接着強度の減少をもた

らした。

(4)接着剤の内部応力に対する抵抗

性はユリア＜メラミン＜フェノール

レジン＜水性ピニルウレタンの順に

増大した。

(5)ユリア，メラミンにイソシアネ

ートを20％添加することにより，

内部応力に対する抵抗性は顕著に増

大した。

非皆伐施業における更新成果と

受光伐について

長崎営林署四之宮高弘

機械化林業No.367

1984年6月p.34～42

非皆伐施業（樹下植栽）にあたっ

て，一定の林内照度を確保し，樹下

植栽木の成長を促すために受光伐が

必要となる。そこで，国立公園内の

主要道路沿線地帯（伐期に達したヒ

ノキ優良林分が多い）で景観保全と

経済的経営との調和を求めて,46年

度から非皆伐施業を実施し，一応の

成果が得られた。

その結果，

(1)樹下植栽時の択伐は，最低の環

境として収量比数RY0.50,相対照

度35形程度必要とするので，50％

程度の強度の択伐率にすべきであ

る。

(2)しかし，急激な疎開は気象害の

おそれがあるので,ha当たり1,300

本以上の林分では，予術伐として択

伐の約10年前に30％程度の間伐を

必要とする｡

(3)樹下植栽後，7成長期ごろに受

光伐を必要とするが，植栽木(下木）

を傷めないために受索伐倒，循環式

集材が適当である。

(4)受索伐倒，枝打ち，主索循環式

集材により，上木伐出に伴う下木の

損傷は，大幅に減少した。

国産材不況下の育林技術の検討

国立・材試爵蒜隆郎

山林No.1202

1984年7月p.13～20

今日，国産材と日本の林業情勢は



きわめて厳しい状況にある。こうし

た中で，将来ともに最も普遍性の高

い価値ある物を生みだす森林の造成

を目ざし，かつ現在および近い将来

の収益を高めて苦況を乗り越えてい

こうという考えのもとに，研究者の

立場から様々な造林技術を提言して

いる。

まず，スギ，ヒノキなど針葉樹国

産材を最も圧迫しているのは北米材

であるが，その生産環境は恵まれて

おり（天然更新で下刈り，つる切り

など不要）日本とは全く異なる。加

えて，労麓の高騰，代替品の進出に

より，国産材の不振に拍車をかけて

いる。そこで外材にも代替品にも負

けない良質材を生産し，しかも並材

もできるだけ合理的に供給できる保

育技術を展開している。枝打ち，除

伐，間伐について具体的に提案し，

初期保育の必要性を強調している。

大径材生産の有利性，それに導いて

いく施業方法，広葉樹造林への期待

などについても提言している。

パーソナルコンピュータを用い

た林道設計

国立・林試福田章史

林業試験場場報No.239

1984年6月p.4～7

近年パーソナルコンピュータが非

常に普及しており，国や県の林道関

係の事業体でも導入が行われている

が，適当なプログラムがないことも

あって，まだ-卜分に活用されていな

い。

そこで，次のような原則のもとに

プログラムの開発を行った。(1)現場

の林道技術者が容易に使えること，

(2)重要な判断は，主として設計者が

行い，計塊機のプログラムの負担を

軽くするとともに，設計者の意図・

知識・経験が設計に反映しやすいも

のとすること，(3)計算機の能力の範

囲で自動的に最適な判断が行える場

合は計算機の判断を示し，設計者の

判断の資料とする。また，設計者が

条件を変えて反復計猟や図化を計算

機に行わせ，結果をグラフィックデ

ィスプレイ等に出力させ最適な設計

を行うことを容易にすること，(4)設

計図，設計計算書等はできうるかぎ

り「林道規程」や，その他の埜準，

要領等に準ずるものであること。以
下，林道設計システム用機器の鱗

成，平面図の設計，縦断面図の設計

について解説しており，今後の課題

として椎断面図の設計と工事費の積

算等の計算調書の作成プログラムの

開発に取り組む考えである。

特集現状からみる林業経営の

諸相（5）一後発人工林地帯の

小中農林家の現状

岩手県林業課佐々木孝昭

林業経済No.428

1984年6月p.19～24

人工林の面的拡大が停滞期にはい

り，形成された人工林が間伐期に到

達しているという後発人工林地帯

（岩手県を例にとって）がひとつの

画期にあることをふまえて，膣林家

を人工林率を要素とした階届に区分

して林業経営の現状と意向について

検討した。

以下，階層別にみた腿家林業の現

状（林業生産活動，投下労働力，家

族労働力と所得額)，｜階層別にみた

農林家の山林経営に対する意向につ

いて考察している。その結果，人工

林資源の形成状況と林業生産活動，

労働力の投入に関しては人工林率階

層間に差異が認められた。しかし，

家族労働力の就業，所得については

部分的には人.淋率階臓間の差がみ

られるものの，それらを説明できる
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ほどの差異は認められなかった。

マイクロ波加熱による木材の曲

げ加工

京都大学木材研究所則元京

木材エ業No.448

1984年7月p.9～14

木材の曲げ加工は，一般に何らか

の軟化処理を施した後行われる場合

が多い。軟化処理として，マイクロ

波照射力貫有効であることを確かめ

た。この処理は，水分と熱によって

木材を軟化させることを応用してい

る点で，蒸煮や煮沸処理と同じとみ

なされるが，方式の点で異なり，き

わめて短時間で木材の内部まで-卜分

に軟化処理できる。

ここには，マイクロ波加熱を応用

した木材の曲げ加工を紹介する中

で，木材の軟化，曲げ木の組織椛

造，セットの発生と回復，樹種など

による加工性能の遮いなどについて

解説している。

○野口陽一；歴史としての森林

影響研究（1）

水利科学No.157

1984年6月p.22～39

○篠崎豊：第3世代の工場緑

化のために

グリーン．エージNo.126

1984年6月p.7～12

○牧勉：ヒノキ林における水

土保全上の問題と対策

山林No.1202

1984年7月P、27～31

休業技術No.5091984．8
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研究報告第16号

福島県林業試験場

昭和59年3月

口松の枯損防止新技術に関する総合

研究一マツノマダラカミキリの天

敵利用技術に関する研究

口同上一つちくらげ病の発生条

件と病原菌の生態及び防除に関する

研究

ロスギ・ヒノキ穿孔性害虫被害防除

技術に関する基礎調査

ロキリの胴枯病害に関する研究

ロキリのタンソ病抵抗性育種の研究

口食用きのこ類の商度生産技術に関

する総合研究一秋雪寒冷地域にお

けるシイタケほだ化促進技術の開発

試験

口同上一一未利用樹種によるナメ

コ塘地組成法の鮒発

ロ野生きのこ発生試験一マイタケ

人工栽培化試験

本報告は,福島県において昭和53

年度から昭和57年度までの5カ年

間に実施されたマイタケの人工栽培

に関する試験の成果についてとりま

とめたものである。

本報告で菜録されている試験成果

は，①マイクケ人工栽培化への可能

性（予報),@P.P袋によるマイタ

ケ人工栽培試験（第1報)，③同上

（第2報)，④マイタケ人工栽培化

試験(第3報）（コンテナ栽培試験)，

⑤同上（第4報）（瓶栽培試験)，⑥

同上（第5報）（培地組成に関する

研究，⑦同上（第6報）（ブロック

栽培試験)，③マイタケ人工栽培上

の技術的問題点，である。

ロクリの墹収技術に関する研究（品

林業技術No.5091984.8

※ここに紹介する賓料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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種系統選抜試験）

ロスギ採種閲における花粉管理に関

する研究

ロネモトシャクナゲ増殖試験

口各種林況が浸透能に及ぼす影響に

ついての研究一一花崗岩地帯におけ

る各種林地の浸透能と関連因子につ

いて

林業試験場研究報告No.326号

林業試験場

昭和59年2月

口木材セルロース（膳解）の酵素加

水分解に及ぼすガンマ線照射の影響

口厚単板切削において単板品質に及

ぼす切削条件の影響

ロ有節材の強度推定に関する研究

本研究の成果として，特に，節周

辺における繊維走向の傾斜の大きさ

及び範囲を引張試験によって解析し

た結果から，実大実験を行わなくて

もかなりな鞘度で，有節材の引張，

圧縮，曲げ強度を推定する方式が報

告されている。

以下研究資料

ロ茨城県下畜雄業におけるのこ屑の

使用

ロ木造家屋における鉄釘の劣化調査

第3報－6年半経過した金属サイ

デング壁

昭和57年度林業試験研究報告

書（報告書24）

林野庁

昭和59年3月

この報告響は，都道府県林業試験

指導機関が国慨助成を得て実施して

いるメニュー課題のうち，昭和57

年度終了した次の課題の研究成果を

集録したものである。

ロキリのタンソ病抵抗性育種の研究

口積雪環境と雪起し作業体系に関す

る研究

ロスギ採種閲における花粉管理に関

する研究

口野ウサギの生息数予測に関する研

究

口竹林施業と竹の生産髄及び材質に

関する研究

ロキリ樹の生理と胴枯性病防除方法

の解明に関する研究

口間伐における最適伐出方法の体系

化に関する研究

口各種林況が浸透能に及ぼす影響に

ついての研究

演習林報告第73号

東京大学艇学部附属演習林

昭和59年1月

口輪伐期の研究

ロモミジニタイケアブラムシ(Pe7･j-

P幻'J"SC""b"""ZSiSSIIINJI;

Hom,Aphididae)個体群密度の季

節的変化

ロアカシア属の雑亜の葉の特徴

ロアオサンゴの栽培

口台風15号（昭和56年）により東

京大学北海道演習林に発生した風害

の要因解析

口急I唆地における懸垂式モノレール

運材作業

口わが国の|暖温帯に分布する森林土

壌に関する研究

ロシラベ前生稚樹の光環境と光合成

生産(1)－季節的生長，樹冠の発

達および純生産

ロシラベ前生稚樹の光環境と光合成

生産(Ⅱ)－－光合成と呼吸

ロシラベ前生稚樹の光潔境と光合成

生産(Ⅲ)－木部圧ポテンシャルの

日変化

口昭和56年15号台風によるエゾマ

ツおよびトドマツ風害木の材質につ

いて
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森林の取扱いに関する基本的要件

一いろいろ考えに考え抜いて－

森林の取扱い－すなわち人間は

森林とどうかかわっていくかという

問題は極めて難解のようである。私

は昭和21年に大学を卒業してから

は林業の現場ではなく,大学院学生，

林業試験場職員，大学教官と研究畑

で過ごしてきた。そして，今となっ

て大きく湾えれば科学全休について

科学とは一体何かと自問自答するこ

とが多くなり，林学についても|ﾘj治

以来長い期間にわたる研究が何であ

ったのかと一人考え込むことが多く

なってきた。

我々の回りには問題が山職してい

る。大きく見れば地球上の森林がつ

ぎつぎに消滅しているというし，日

本の森林を見ても例えば戦時中通年

動員でいった木曽の御料林のヒノキ

林もほとんどなくなってしまった

し，巨大な林木で覆われていた各地

の天然林もほとんどなくなってしま

った。また，国有林も赤字経営に転

落してしまった。

いままで林業では国家百年の大計

といわれすべて問題は解決に長期間

を必要とするといわれてきた。私も

その通りだと思う。しかし，そのこ

岡田幸郎

とが解決をあいまいにし行きずり的

な林業を営ませてきたのではないか

と思う。一つの不良造林地の解決に

あたっても土域学者は土壌が悪いと

いい，林木育種学者は品種の選択を

誤ったといい，保謹学者は病虫害の

被害だと主張し，どうしたら不良造

林地をなくすことができるのかとい

う解決策は示されなかった。

森林の取扱いで大切なことをあげ

ると数え切れないほど多くの問題が

山激していると思う。そのどれ一つ

とって見ても捨てi働けないものばか

りである。しかし，要約していくと

森林を無くさないことだと思う。森

林をいくらよかれと思ってあれこれ

してもそのあげく森林を滅亡させて

しまっては全く森林取扱者としては

失格である。

私は大分前から言ってきたのであ

るが，森林を取り扱うには非常に大

事なことがあると思う。いままで林

業に従事している人は森林から林氷

を伐採して木材を市場に提供してき

た。林木の伐採は稲刈りが米を収磁

することだと考えていたのと全く同

じように林産物の収税だと考えてき
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た。木材の収穫として森林を伐採し

てきた。ところで1年生作物は1年

生であるがゆえに，また果樹は生産

する果樹を大事にして果実だけを収

稚することによって毎年毎年収謹を

続けてきた。生産する植物と収稜す

る産物とは全く別なもので生産する

道具としての植物を収種するという

ことは全くなかった。

木材を見てみよう。木材は木が生

長することによって生産される。み

んなそう思ってきたし，1本1本の

林木をみれば全くそのとおりであ

る。しかし，これでは木材は苗木を

植栽して30年とか50年ないし100

年とかたたなければ伐採収穫するこ

とはできなくなり，林業で生計をた

てることが困難になってしまう。ま

た，大事なことはこういうことにな

ると問題の森林の維持ということが

極めてぼけてしまうことになる。林

木の伐採は稲刈りのように米の収種

とは全く違うんだということをしか

と腹に収めておかなければならない

のである。

まず考えなければならないのは森

林の維持はあくまで森林の維持であ

って林木の維持ではないということ

である。当然なことである。ただ私

がここでこういうのは森林の維持と

いうことであり，それと関連して林

木の生産ということを考えるからで

ある。林業ないし森林という時は必

ず個々の林木を問題にしているので

はなく森林が対象なのである。森林

をどう定義するかはそれぞれの立場

によって異なってくると思うが，こ

こで私が森林というのは個々の林木

が集合した場所あるいは林木1木1

本を問題にするのではなく森林とい

う集団であり，そして，前の問題に

戻るが1本1本の木は苗木から生長

林業技術No.5091984.S
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するまで長期間を必要とし，間断作

業をとるより仕方なくなるが，森林

という集団で考えると毎年収穫をあ

げること.も容易に可能となるのであ

る。

すなわち，林木の収枇は森林の生

長からあげるもので，森林における

生長は森林の持っている蓄積の生長

であり，蓄積の生長量だけ収種して

おれば蓄積はつねに長く維持される

のである。これで，林業も農業や工

業と同じように毎年収入をあげるこ

とができることになる。また木材の

収稚は生長量以上であってはならな

いし，蓄積を伐採してはならないと

いうことはみんな知っていることで

ある。しかし，伐採してしまうので

あり，山がそれだけ荒廃してしまう

のである。

森林では蓄積といいその生長量と

いっても人間が現実に取り扱うとき

は蓄積も生長量も何の区別もなく同

じ林木なのである。ここまでが生長

をする蓄積でここからが生長したも

のと区分けすることは不可能なので

ある。このため生長量はもちろん蓄

積までどんどん伐採してしまうこと

になるのである。とくに帳簿上の黒

字をだそうとすれば簡単に蓄積まで

伐採してしまえばできるのである。

確かに森林は人間に木材を提供して

きたために悪くなってしまった面も

あるかもしれないがとことんのとこ

ろでは蓄積と生長量との区別がない

ことをよいことにして生長量を大き

く超過して蓄積まで伐採してしまっ

たからである。これでは森林の取扱

者としては全く落第である。

森林の取扱いは森林を維持してい

くことであるといった。私は森林取

扱者にとって，このことが一番大事

な基本要件であると思っている。い

林業技術No.5091984．8

ろいろ言いたいことがあるが，それ

はそれとして森林の維持ということ

を考えてみる。私は森林の維持とは

いまある森林をそのまま神社仏閣の

建築を保存するように大切にしてい

くことだとは思わない。いままで多

くの森林に恵まれていた日本では天

然林から必要な木材だけ伐採し，あ

とはそのまま放置しておくことが多

かった。このためとり残された天然

林は過密となり林地には何も生えず

過熱老齢林になってしまった。林分

の生長も急激に悪化し，マイナスの

生長をする林分すら出てきた。そし

て，そのあげくに天然林は生長が悪

いから伐採して人工林に転換するな

どということがちゅうちょなく行わ

れるようになった。

さて，だから考えて貰いたいので

ある。果たして本当に天然林は人工

林よりも生長が悪いのかということ

である。私は前述したようにいまま

での天然林はみんな過熱老齢林であ

り，マイナスの生長すら行われてき

た林分だから生長が悪かったのでな

いか。天然林だって過熟老齢林では

なく健全なものであったら生長は人

工林に比較してもそんなに悪くな

い。またはそれ以上の生長をするこ

とも考えられるのではないか。私は

そう思うのである。思うだけなので

ある。それを実証するものは何も持

ち合せていない。しかし，強くそう

思うのである。ヘクタール当たりに

換算した生長量を大きくすることは

できると思うのである。

私がここでいう健全な天然林とい

うのは何も難かしいことをいうので

はない。まず，過熱老齢林でないこ

と。そしで，その森林には1年生の

苗木から胸高直径が何メートルとい

う林木まであるということである。

もっというなら更新がうまくでき

る，すなわち森林がいつも余り大き

い変化がないコンスタントで続いて

いける森林ということになるのであ

る。そういう森林を考えたい，実在

させたいと思うのである。

こう考えてくるとやはり更新とい

う問題が大間題になってくると思

う。私はいままで述べてきたような

理由で森林の維持が重要であり，そ

のためには更新が基本であり，林業

は森林あってこそ存在するのだと思

う。（しかし，これは私一人の独断

なのかもわからない。ある会の席上

で若い人からそうではないとはっき

りいわれたことがある。なかなか大

変なことなんだと思う。）

いままで更新というと人工造林と

天然更新の二つに分けられて取り扱

われてきた。そして前述したように

天然林よりも人工林が重宝がられほ

とんど人工造林が進められてきた。

私も一方ではそうかも知れないと思

うこともある。

私はここで一つのことを思い出

す。それは昭和3年の林学会春季大

会で行われた「近時の森林施業法に

対する造林的考察」という討論会の

ことである。林業技術史第3巻（日

本林業技術協会編）によると集まっ

た人は造林学者や造林技術者で研究

報告者は京都帝国大学教授。林学博

士佐藤弥太郎，東京帝国大学助教

授吉田正男，宇都宮高等農林学校

教授・農学博士鏑木徳二，三重高

等農林学校教授山本光政，営林局

技師岩崎準次郎，林学博士寺崎

渡の6名であり，討論者としては，

中村蟹太郎，営林局技師藤島信太

郎，営林署技師早川正文，林学博

士和田国次郎，帝室林野局技師

中村賢一郎，営林局技師正木信次



郎，営林局技師池部祐吉，営林局

技師小寺隆夫，林業試験場技師

河田窓の9名があげられている。

討論会では相当白熱した論議が交

わされたと思われるが，林業技術史

によるとわが国において恒続林施業

あるいは沢伐作業を行うことに対

し，

(1)従来の皆伐作業による人工植栽

の欠点を究明し，その改善方法の

研究に進むべしとするもの（吉田

正男，鏑木徳二，和田国次郎）

(2)小面積ならば皆伐，傘伐，人工

造林を問わず実行すべきである

が，択伐作業は困難とするもの。

（佐藤弥太郎，中村資太郎，河田

森，早川正文，中村賢一郎，正木

信次郎，藤烏信太郎）

(3)択伐作業を可能とするもの。

（小寺股夫，岩崎準次郎，寺崎

渡，池部祐吉）

となっている。そして，林業技術史

ではさらに，

要するにこの討論の結果は，わ

が国において恒続林思想を基調と

した単木的択伐作業を汎行するこ

とは困難であって，他の小面積作

業による天然更新法を採るべきで

あるという意見が圧倒的で，天然

生林施業の権威寺崎渡博士ほか

国有林施薬計澗担任技師3名は，

目下，自ら択伐作業立案中のため

であろうか賛意を表わし，鏑木博

士らはむしろ人工植栽による皆伐

作業の改善に進むべきものと卒直

な意見を立てている。そのいずれ

が現実的卓見であったかは数年を

出ずして明らかになるわけである

が，その択伐否定が造林学から見

てはたして正しかったかどうかは

別問題であろう。

と述べてある。また，やがて戦争に

なって労力不足や軍需材の供出に追

われるようになり，好むと好まざる

とにかかわらず，皆伐作業による画

一的作業に還元したまま維戦をむか
字

え，近代的天然更新作業の芽ばえは

ほとんどその跡を絶ったと記されて

いる。

私はまずl旧和のはじめにこういう

討論会が行われたということに驚く

とともに，せんぼうを感ずるのであ

るが，大学の先生と国有林や御料林

の技師たちが一堂に会して堂々と討

論している，討論することができた

ということそれ自体がよかったなあ

と思うのである。要するにその当時

は現場の技師もよく勉強していた

し，日附の仕事が極めて試験的に進

められていたわけである。

さて，私がこのことを思いだした

理由は以上のこともあるが，この時

から日本では急速に天然更新作業が

立消えになってしまったということ

なのである。林業技術史には岩崎準

次郎ばかりでなくその他の人々の試

験についても詳説しているが，みな

よく考えられた大規模なもので，し

かも試験的にだけ進められているの

ではなく事業的にも実行されている

のである。無論，岩崎の試験にして

も必ずしも良いことばかりでなく不

備もあるし，雌駄も多い点もある

が，ただこのような折角の試験が引

継がれることなく消滅してしまった

のである。天然更新の試験，試験ば

かりでなく事業としても終ってしま

ったのである。

現在林業すなわち森林の取扱いは

多くの問題に逢蒲している。森林資

源が減少していることつまり山に大

木がなくなったこと，またかろうじ

て伐る木があったとしても木が売れ

ないこと，木のⅢi格が安過ぎるこ

今
_rL－
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員の広場

と，山村に人がいなくなったことな

ど，それに山に林道をつけることや

マツノザイセンチュウのことや雪害

のことやカモシカのことなど数えき

れなく山積している。どうでも対処

していかなければならない。

人工造林率が20%とか30%とか

いって人工林率の上るのを葛んでき

た。しかし，日本の山がみんな10

年生とか20年生の森林ばかりにな

ってしまったらそれでもよいといえ

るだろうか。どこにいってもスギと

ヒノキの山ばかりになってしまって

もよいのだろうか。

私は森林を取り扱う者はこんなこ

とが大事だと考える。まず前提とし

て日本全休の山にはどのくらいの林

木すなわち蓄職をおいたらよいの

か，そしてその蓄秋の年間生産鼠は

いくらなのかを真剣に見定めなけれ

ばならないと思う。そして例えどん

な理由があるとしてもその生長量以

上の林木を絶対伐採しないことを厳

守する。このことはどうしてもやら

なければならないことだと思う。

また，森林の取扱い者はいくら伐

採してもその跡を造林すればよいだ

ろうと考えないことである。そして

林木を伐採することは木材の収職だ

と考えないことである。さらに，日

本の山はどの山も大切であり，どの

山も国立公園だと考えれば考えられ

ることだし，国立公園の山も一般の

山もともによりよいIIIにしていかな

ければならないのだと港える。いま

は荒廃した山をいかにして，またそ

の費用をどこからねん出するかが大

間題であるが，そのことはまたあら

ためてお話しすることにしたい。

（岐阜大学農学部教授）

林業技術No.5091984.8
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59年度

山火事予知ボスター

｢図案」「標語｣募集要領
＜要旨＞山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，

山林火災の予防・森林愛識の必要性を強調したもの。

ただし未発表の創作に限る（入選作品のうち特に優秀

なものは59年度当協会作成の「山火事予知ポスター」

として採用)。どなたでも応募できます。

＜作品要領＞図案について，ポスター用紙は51cmX

36cm,縦がきとする。油彩・水彩・クレヨン何でも

可。ポスター作品の衷面にも住所･氏名を明記のこと。

標語については官制はがきに1人何点でも可。文語，

口語，長さも自由。

応募作品は一切お返ししません。入選作品の著作権

はすべて日本林業技術協会に帰属することとします。

＜募集締切期日および送付先＞昭和59年9月10日締

切(当日消印有効)。日本林業技術協会『山火事予知ポ

します。

＜入賞者には＞1等(図案・標語の部各1名)日本林業

技術協会理事長賞（副賞として1万円相当の記念品)，

2等(図案･標語の部各2名）同賞(副賞として5千円

相当の記念品),佳作若干名には記念品を贈呈いたしま
す。日本林業技術協会

協会のうごき

。第2回理事会

昭和59年度第2回理歌会を下記

のとおり|)'1催した。

に1時：7月6日11111fより

場所：本会5階会議室

出席者？猪野，梶山,尾崎,大福

大矢，栗原，神足，塩島，鈴木，

辻，滑川，宮下，山m(房),川

名，田ノ本，佐藤，（監事）新庄，

光本，（顧問）坂口，福森，小畠，

委任状14名，総員35名

議事：理事長挨拶ののち，緊急

蛎項として，湯本和司氏（前・帯

広営林支局長）を常勤の常務理事

として選任することについて，次

期総会で承認を求める前提ではか

り，全員異議なく承認された。

なお，その他会務巡営について

審議した。

◎海外派遣

1．パラグアイ国膿林業開発計画の

ため猪野理蛎長を7月13日～28

日まで派辿した。

2．ペルー側アマゾン森林造成現地

実証研究プロジェクI､として，中

村技師,成田主任研究員を7月20

日～10月12日まで派通した。

◎中国林学会考察団の受入れ

団長：楊靜（中国林学会副秘識

長）

間員：李延生（遼瀧省林学会WIIM

事長）

〃：朱容（中国林学会学術活

動部副主任）

〃：馬忠良（中国林学会科学普

及部副主任）

〃：史忠礼（断江省林学会副秘

書長）

〃：陳秀艶（中国林学会林業経

済学会）

期日：7/3，7/13～18

内容：民有林の経営管理，治山

治水事業の現状とその技

術等

◎台湾研修員の受入れ

台湾省林務局からの依頼によりつ

ぎのとおり研修員を受入れた。

氏名：膠州源（台湾省林務局技

士）

期間：6/6～7/5

内容；森林経営計画等

◎空中写真セミナー

第3回空中写真セナミーをつぎの

とおり実施した。

期日：7/16～20

場所：本会5階会議室

商尾国有林（現地演習）

誰師：中島主任研究員

渡辺技術開発部長

岡村林野庁計画課係長

人員：29名

◎湯本常務理事就任

7月6日付けをもって，湯本和司

氏（前・帯広営林支局長）が常務理

事に就任した。

昭和59年8月10日発行

林業技術
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都市林一その実態と保全 蜂屋欣二･藤田桂治共著
A5判･91X/定ｲiilil,フOO｢11(〒2()()111)井上敞雄

No.69

No.70簡易架線の設言信慎と安全管理上田実･柴田順一共著
A5判･96頁/定{lli1,EOOIII(〒200｢I1)

No.71間伐材の加工利用のマニュアル西村勝美･千葉保人
A5判･117頁/"{II11,e00円(〒2001II)

共著

蜂屋･糸曜予･大貫
眞辺･高橋。共著
佐々木･小沼

No.72森林資源の新しい利用一資源編(上巻）
A5判･122頁/定伽1,E00IJ](〒200pl)

A5判･168頁/"I1il,SOOIII(〒2001円)獣:罰:籠員共著森林資源の新しい利用一利用編No.73

No.74薬用樹木の知識
A刷り･97頁/"ilil,eOOI'I(〒200IT1)
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林業科学技術振興所
E(03)264-3005振替東京8-55547
三菱B/K麹町支店普う鼠0082341

〒102束京都千代田区六番町7財団法人
r

林
》

蒙
■■

学
入
門

－
４



現

』

で

PLA

(専用

タマヤ、う。ラニクス〃シリーズは、

どんな複雑な似I形でもその輪郭を

なぞるだけで：面積を簡単に測定

することができます。

プラニクス7は､専用LSIによl)多

くの機能を備えたう。ラニクスシリ

ーズの高級モデンレです。

■専用LSIによるコンパクト設計

■単位や縮尺のわずらわしい計算が不要

■豊富な選択単位(cmミ、言､km2､in2,ft2､acre)

■メモリー機構により縮尺と単位の保談

■測定値がオーバーフローしても、上位単位

へ自動シフト

■測定精度を高める平均値測定が可能

■大きな図形の測定に便利な累積測定が可能

■AC･DCの2電源方式

■省エネ設計のバワーセーブ機能

霊'毒
444.
壷．

篭
癖

一利ﾛ4■

あらゆる面漬測定をクリヤーするタマヤ"プラニクズ,シ1トズ

卿M性を追求したｽﾀﾝグー ドﾓデﾙ

PLAN1X6¥59,000
<W川プラスチック収納ケース､ACアグフ'ター(.'･）

ポーラタイプのスタンダードモデル

PLANIX5¥49,000
叫川プラスチック収納ケース､ACアダプター付）

|鯉ﾘなプリンター機構付

PLANIXIO¥148,000
(仰川ｲこ鯉収納ケース､ACアダプター.剛紙3本i’1）

|』

里。

国TAM/AMA熟重憲鰯;漁…11(ft)●カタロクf･資料AI'i求は、

､11社まで.ハガキカ,地’謡にてご連絡<だき（
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〔内容〕

I枝打ちの意味

11枝打ちに関する墓鍛習浬論

1．幹と枝および節の形成

2．樹冠の構造と幹の生長

3．枝打ちと幹の生長

4．枝の巻込みと節の形成

5．枝打ちと材賛

6．枝打ちに関係する幹の変色

7．枝打ちと品種

8．林分密度と枝打ち

9．イ鍾丁方法と林分構造

10．ホ蛾｢ちと間伐、施肥効果との関係

11．1剣1.ちと生態系、特に地力維侍と水分収支

12．枝打ちと病虫害

13．枝打ちと気象災害

m材の評価

1．材の価格評価

2．良質材の条件

Ⅳ洞難営における枝打ちの理論

1．枝打効果とその応用

2．施業体系と枝打ち

3．目標に応じた枝打ちの管理技術

4．枝打ちの作業技術

5．枝打ちの経済的詔、

6．棟打ちの記録と結果の解析

Vスギ・ヒノキ以外の樹種の枝打ち
（カラマツ･アカエゾマツ･アカマツ･有用広葉樹）

引用文献

●A5判上製192頁

●定価三日ロロ円(〒250）
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豊富な写真､的確な解説､目的の病害虫がすぐに探せる.／
咋
邑
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臨
“ー

語緑化樹木の病害虫
定
価
三
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円
送
料
六
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円

仕〉病害とその防除,,‘撫赫鬘脅“
A5判326頁上製口絵カラー写真24葉・口撫写典413葉
見出し樹種176定価ヨSpo円(〒300)

＜下）害虫とその防除(I撫融鱸
A5判350頁上製l.1絵カラー写真24葉・白黒写典255*
見出し樹種123定価sSoO円(〒300)

[l:・ド巻ともご購入の場合、送料は35()lllになります〕
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